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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体の内腔において使用するデバイスであって、
　チューブコンパートメントと、
　近位端及び遠位端を有する中心ワイヤと、
　係合コンパートメントと、
　を備え、
　前記係合コンパートメントは、
　複数のワイヤ又はストラットを含み、遠位端が開いている近位係合要素と、
　網組又はメッシュを形成する複数のワイヤ又はストラットを含み、近位端が閉じられて
いるとともに、拡張が可能な遠位係合要素と、
　を有し、
　前記遠位係合要素の前記近位端は、前記遠位係合要素の前記近位端から前記デバイスの
近位端まで延びた前記中心ワイヤの前記遠位端に固定されており、前記遠位係合要素の身
体の内腔における位置又は前記近位係合要素に対する位置は、前記中心ワイヤの動きによ
って制御され、
　前記遠位係合要素は、身体の内腔内にある閉塞と摩擦により係合し、前記遠位係合要素
の前記近位端は、前記近位係合要素の前記遠位端の内側に収まり、その結果、前記閉塞は
、前記遠位係合要素と前記近位係合要素との距離が短くなると、前記遠位係合要素の前記
近位端の外側と前記近位係合要素の前記遠位端の内側との間で捕捉される、
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　身体の内腔において使用するデバイス。
【請求項２】
　前記デバイスを送達するためのマイクロカテーテルをさらに含む、
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記近位係合要素は、複数のワイヤ又はストラットを有する拡張可能な要素であって、
漏斗状又は円錐形状の構造体に拡張することができる、
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記近位係合要素は、前記中心ワイヤに移動可能に取り付けられており、前記中心ワイ
ヤに沿って移動する、
　請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記近位係合要素は、前記デバイスの近位端に延びる前記チューブコンパートメントに
固定され、身体の内腔内の前記近位係合要素の位置が、前記チューブコンパートメントの
移動によって制御される、
　請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記近位係合要素は、前記チューブコンパートメントに固定されず、
　前記中心ワイヤに沿って自在に移動するよう構成されている、
　請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記近位係合要素は、前記マイクロカテーテルの遠位端に配置されている、
　請求項２に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記近位係合要素は、前記マイクロカテーテルの遠位端に固定されている、
　請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記近位係合要素は、前記マイクロカテーテルの一体化部分である、
　請求項７に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記近位係合要素は、前記マイクロカテーテルの遠位端部を含み、
　前記遠位端部は、前記マイクロカテーテルの遠位端に加わる圧力に応じて形状が変化す
るよう構成されている、
　請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記近位係合要素は、マイクロカテーテル先端部及び前記マイクロカテーテル先端部を
覆う薄いチューブの層を含むマイクロカテーテルの遠位端の一部を備え、
　前記近位係合要素の少なくとも一部は、前記薄いチューブの層が除去されたとき、形状
を変更するように構成されている、
　請求項９又は１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記チューブコンパートメントは、プッシャーチューブ及び接続チューブを備える、
　請求項１から１１のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記チューブコンパートメントは、可変の剛性を有する１つのチューブから作られ、
　前記チューブコンパートメントの近位端は、前記デバイスの押し込み性を高めるために
硬質である一方で、
　前記チューブコンパートメントの遠位端は、前記デバイスが蛇行した解剖学的構造を通
過できるように柔軟性及び可撓性を有する、
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　請求項１から１２のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記中心ワイヤは、ワイヤ、ケーブル又は編組を含む、
　請求項１から１３のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記近位係合要素は、前記遠位係合要素に面する遠位端を含み、
　前記近位係合要素の遠位端は、曲げられ、丸められ、又は平滑化されている、
　請求項１から１４のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記近位係合要素は、前記遠位係合要素に面する遠位端を含み、
　前記近位係合要素の遠位端は、身体の内腔の表面と直接接触しないように構成されてい
る、
　請求項１から１５のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１７】
　身体の内腔において使用するデバイスであって、
　チューブコンパートメントと、
　近位端及び遠位端を有する中心ワイヤと、
　係合コンパートメントと、
　を備え、
　前記係合コンパートメントは、
　複数のワイヤ又はストラットを含み、遠位端が開いている近位係合要素と、
　複数のワイヤ又はストラットを含み、近位端が閉じられているとともに、拡張が可能な
遠位係合要素と、
　を有し、
　前記遠位係合要素の前記近位端は、前記遠位係合要素の前記近位端から前記デバイスの
近位端まで延びた前記中心ワイヤの前記遠位端に固定されており、前記遠位係合要素の身
体の内腔における位置又は前記近位係合要素に対する位置は、前記中心ワイヤの動きによ
って制御され、
　前記遠位係合要素は、身体の内腔内にある閉塞と摩擦により係合し、前記遠位係合要素
の前記近位端は、前記近位係合要素の前記遠位端の内側に収まり、その結果、前記閉塞は
、前記遠位係合要素と前記近位係合要素との距離が短くなると、前記遠位係合要素の前記
近位端と前記近位係合要素の前記遠位端との間で捕捉され、
　前記近位係合要素は、前記チューブコンパートメントに固定されず、前記中心ワイヤに
沿って自在に移動するよう構成されている、
　身体の内腔において使用するデバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね、血管のような身体の内腔で用いられるデバイス、及び同デバイスを使
用する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多様な疾病状態が、少なくとも部分的に、血管の閉鎖、閉塞又は血栓によりもたらされ
る。そのような状態の一例として脳卒中があるが、これに限定されるものではない。他の
そのような状態には、心筋梗塞、肢虚血、血管移植やバイパスの閉鎖又は閉塞、及び静脈
血栓症がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】



(4) JP 6025846 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

　脳卒中は、しばしば「脳の発作」と呼ばれている。脳卒中は、多くの場合、脳への血液
供給の障害を原因とする脳機能の急速かつ重大な損失をもたらす。その結果、運動、言語
、視覚及び他の多くの生物学的機能の使用ができない状態が、一時的又は不可逆的に悪化
する場合がある。脳卒中は、出血性（出血が原因）又は虚血性（不十分な血液供給が原因
）のいずれかである。脳卒中の大部分は虚血性である。虚血性脳卒中は、米国で毎年約７
００，０００件発生していると推定されている。虚血性脳卒中の主な原因として、脳に供
給する血管での血栓症（凝血）又は脳に供給する血管につながる心臓などの別のソースか
らの栓子が挙げられる。通常アテローム性動脈硬化疾患を形成する、脳内の血管の既存の
狭窄がある場所では、時に血栓症が発生する。
【０００４】
　急性虚血性脳卒中の治療は、可能な限り迅速な脳への血流の回復に集中する。これらの
治療は、組織プラスミノーゲン活性化因子（ｔＰＡ）、血栓溶解剤（凝血溶解薬）などの
薬物の使用を含む。さらに最近では、Ｍｅｒｃｉ血栓摘出デバイス（Ｃｏｎｃｅｎｔｒｉ
ｃ　Ｍｅｄｉｃａｌ、カリフォルニア州マウンテンビュー）、Ｐｅｎｕｍｂｒａ吸引血栓
カテーテル（Ｐｅｎｕｍｂｒａ，Ｉｎｃ．、カリフォルニア州アラメダ）及びＳｏｌｉｔ
ａｉｒｅ血栓摘出デバイス（ｅｖ３　Ｎｅｕｒｏｖａｓｃｕｌａｒ、カリフォルニア州ア
ーバイン）といったデバイスが、急性脳卒中における血栓除去のためのデバイスとして食
品医薬品局によって承認された。これらのデバイスは、常に完全な再疎通を実現するわけ
ではない。場合によっては、これらのデバイスは、まったく血管を開通できなかったり、
部分的にのみしか血管を開通することができなかったりする。デバイスの複数の狭い通路
が原因で、これらデバイスは、血管が再開通されるのに必要な頭蓋内循環への挿入に時間
もかかる場合がある。また、それらデバイスは、凝血を分解し、その凝血の一部を脳循環
の遠位に行かせてしまうかもしれない。より迅速な方法で遂行され、完全に又は部分的に
凝血を捕捉する、高い完全再疎通率を持つデバイスの必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの態様において、身体の内腔において使用するデバイスが提供される。デ
バイスは、プッシャーチューブ及び拡張可能コンパートメントを有してもよい。いくつか
の実施形態によると、拡張可能コンパートメントは、近位端及び遠位端を有してもよい制
御要素、支持要素及び制御要素に結合していてもよい再構成可能要素、ならびに制御要素
及び再構成可能要素に結合していてもよい支持要素により構成されてもよい。いくつかの
他の実施形態によると、支持要素は、半径方向の力及び再構成可能要素の構成を調整する
ため構成されてもよい。
【０００６】
　前述のデバイスにおいて、制御要素は、少なくともいくつかの実施形態において、ワイ
ヤ、ケーブル、又は編組を含んでもよい。いくつかの他の実施形態では、再構成可能要素
及び／又は支持要素は、複数のワイヤを含んでもよい。いくつかの他の実施形態では、再
構成可能要素は、コンパートメント又はバスケットを形成するために、弛緩した拡張可能
状態に自己拡張することができる。いくつかの他の実施形態では、再構成可能要素は、複
数のセルを含むことができ、セルの大きさ、及びセルを形成するワイヤ又はストラットの
太さは、再構成可能要素内で変化してもよい。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、前述のデバイスの支持要素は、再構成可能要素と同じ材料片
から製造され、自動的に再構成可能要素に接続することができるストラットの形態であっ
てもよい。いくつかの他の実施形態において、支持要素は、ワイヤメッシュ又は編組の形
態であってもよい。いくつかの代替の実施形態では、プッシャーチューブは、拡張可能コ
ンパートメントに接続されることができる。いくつかの他の実施形態では、制御要素は、
プッシャーチューブによって取り囲まれていてもよく、プッシャーチューブ内を自在に移
動することができる。
【０００８】



(5) JP 6025846 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

　いくつかの他の実施形態では、前述のデバイスの支持要素は、第１の構成及び第２の構
成を有してもよく、第１の構成における支持要素と制御要素との間の角度は、第２の構成
における角度よりも小さい。いくつかの特定の実施形態において、支持要素は第１の構成
と第２の構成を有してもよく、第１の構成における外径は、第２の構成における外径より
も小さい。
【０００９】
　他のいくつかの実施形態では、遠位方向への制御要素の突出は、半径方向の力又は再構
成可能要素の構成を小さくする、支持要素の第１の構成への移行の原因となることがある
。いくつかの代替の実施形態では、近位方向への制御要素の突出は、半径方向の力又は再
構成可能要素の構成を大きくする、支持要素の第２の構成への移行の原因となることがあ
る。特定の態様では、デバイスは、血管の遮断部を開通するために、及び／又は血管内の
流れを増進させるために、血管を遮断する閉塞／凝血を除去するように構成されてもよい
。
【００１０】
　特定の態様において、再構成可能要素の遠位端は、閉鎖式再構成可能要素を形成する接
合をされてもよく、開放式再構成可能要素を形成する非接合をされてもよい。いくつかの
実施形態では、再構成可能要素の側面は、閉鎖式再構成可能要素を形成する接合をされて
もよく、開放式再構成可能要素を形成する非接合にされてもよい。特定の実施形態のいく
つかにおいて、支持要素は、複数のワイヤを含んでもよく、ワイヤは近位端と遠位端との
間に伸長可能であってもよく、かつ実質的に再構成可能要素によって取り囲まれてもよい
。
【００１１】
　いくつかの他の態様では、前述のデバイスの再構成可能要素及び支持要素は、近位端と
遠位端との間に伸長することができるワイヤメッシュの形態であってもよく、支持要素は
実質的に再構成可能要素によって取り囲まれていてもよく、これにより、二層再構成可能
要素又は拡張可能コンパートメントを形成する。いくつかの実施形態では、再構成可能要
素は、実質的に平行に整列した複数の直線状ワイヤ及び実質的に円形状の複数のワイヤに
より構成されてもよく、支持要素は再構成可能要素及び制御要素に結合されている少なく
とも二本のワイヤにより構成されてもよく、これにより傘状の拡張可能コンパートメント
又は拡張可能コンパートメントを形成する。
いくつかの実施形態では、再構成可能要素は、実質的に平行に整列した複数の直線状ワイ
ヤ及び実質的に円形状の複数のワイヤを有してもよく、支持要素は再構成可能要素及び制
御要素に結合されている少なくとも二本のワイヤを有してもよく、これにより傘状の拡張
可能コンパートメント又は拡張可能コンパートメントを形成する。
【００１２】
　いくつかの他の態様において、再構成可能要素の遠位端及び支持要素の遠位端は、接続
されていなくてもよく、独立して移動することができる。いくつかの特定の実施形態では
、非外傷性フレキシブルコイルが、再構成可能要素の遠位先端部に取り付けられてもよい
。
【００１３】
　いくつかの他の態様において、デバイスは、遠位拡張可能構造及び近位拡張可能構造を
備えてもよい。いくつかの実施形態では、第１の拡張可能構造は、再構成可能要素、制御
要素、及び任意で支持要素を備えてもよい。いくつかの他の実施形態では、第２の拡張可
能構造は、再構成可能要素及び任意で密閉要素を備えてもよい。特定のいくつかの実施形
態において、遠位及び近位拡張可能構造体の間の距離は、調節可能であってもよい。
【００１４】
　いくつかの他の態様では、血管の第１の位置に存在する閉塞／凝血を除去する方法が提
供される。この方法は、少なくともいくつかの実施形態による前述のデバイスを血管に導
入する手順と、血管の第１の位置にデバイスを配置する手順と、デバイスの再構成可能要
素の半径方向の力及び／又は構成を調節することにより閉塞／凝血を係合させる手順と、
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第１の位置から閉塞／凝血を除去する手順とを備える。いくつかの実施形態において、閉
塞／凝血を除去する手順は、閉塞／凝血を少なくとも部分的にデバイスに係合させる手順
、閉塞／凝血を小型の破片に分解する手順、及び少なくとも一部の破片を回収する手順、
及び血管の領域を拡張する手順からなるグループから選択された１つ以上をさらに備える
。いくつかの他の実施形態において、本方法は、脳卒中の治療のために適用されるように
構成されてもよい。
【００１５】
　さらにいくつかの他の態様によれば、血管内の流れを増進させる方法が提供される。こ
の方法は、少なくともいくつかの実施形態による前述のデバイスを血管に導入する手順と
、流量の増加を必要としている血管の第１の位置付近にデバイスを配置する手順と、デバ
イスの再構成可能要素の半径方向の力及び／又は構成を調節する手順と、第１の位置の領
域を拡大する手順とを備える。
【００１６】
　いくつかの他の態様において、血管の第１の位置に存在する閉塞／凝血を除去する方法
が提供される。この方法は、少なくともいくつかの実施形態による前述のデバイスを血管
に導入する手順と、血管の第１の位置付近にデバイスを配置する手順と、制御要素の近位
側への移動による再構成可能要素に結合された支持要素の拡張によって再構成可能要素の
拡張状態を支持する手順と、さらに制御要素の近位側への移動による再構成可能要素に結
合された支持要素の拡張によって再構成可能要素のさらなる拡張状態を支持する手順と、
拡張状態における再構成可能要素／拡張可能コンパートメントにて閉塞／凝血を獲取する
手順と、制御要素の遠位側への移動による再構成可能要素の構成をさらなる弛緩状態へ移
行させる手順と、第１の位置から閉塞／凝血を除去する手順とを備える。
【００１７】
　さらにいくつかの他の態様では、血管の第１の位置に存在する閉塞／凝血を除去する方
法が提供される。この方法は、少なくともいくつかの実施形態による前述のデバイスを血
管に導入する手順と、血管の位置に対して遠位へデバイスを配置する手順と、拡張状態に
ある２つの拡張可能構造の間にある閉塞／凝血を獲取するためプッシャーチューブを近位
に引き寄せる手順と、制御要素の近位側への移動による再構成可能要素に結合された支持
要素の拡張によって再構成可能要素の拡張状態を支持する手順と、近位拡張可能構造で閉
塞／凝血を獲取する手順と、遠位拡張可能構造で閉塞／凝血の破片を捕捉する手順と、拡
張可能構造の半径方向の力を増大させ、拡張可能構造のさらなる拡張状態のさらなる支持
をするため、制御要素を引き寄せながらデバイスを任意で回収する手順と、第１の位置か
ら閉塞／凝血を除去する手順とを備える。
【００１８】
　本発明のさらに別の態様において、身体の内腔において使用するためのデバイスが提供
される。デバイスは、遠位端及び近位端、チューブコンパートメント、中心ワイヤ、なら
びに係合コンパートメントを含むマイクロカテーテルを有してもよい。係合コンパートメ
ントは、近位係合要素及び、遠位係合要素を有してもよい。遠位係合要素は、中心ワイヤ
に結合されている拡張可能要素であってもよく、近位係合要素と遠位係合要素との間の距
離は調整可能である。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、前述のデバイスの遠位係合要素は、ステントを形成する複数
のワイヤ又はストラットを有してもよい。遠位係合要素は、デバイスの近位端に延びる中
心ワイヤに固定されてもよく、それによって身体の内腔における遠位係合要素の位置が中
心ワイヤの移動によって制御される。
【００２０】
　いくつかの他の実施形態では、前述のデバイスの近位係合要素は、複数のワイヤ又はス
トラットを含む拡張可能要素であってもよく、漏斗又は円錐状の構造に拡張可能である。
近位係合要素は、中心ワイヤに関連してもよく、中心ワイヤに沿って移動する。いくつか
の別の実施形態において、近位係合要素は、デバイスの近位端に延びるチューブコンパー
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トメントに固定されてもよく、それによって身体の内腔における近位係合要素の位置がチ
ューブコンパートメントの移動によって制御される。いくつかの別の実施形態では、近位
係合要素は、チューブコンパートメントに固定されなくてもよく、中心ワイヤに沿って自
在に動くように構成される。
【００２１】
　いくつかの他の実施形態では、近位係合要素は、マイクロカテーテルの遠位端に配置さ
れてもよい。特定の実施形態において、近位係合要素は、マイクロカテーテルと一体とな
る部分でなくてもよく、マイクロカテーテルの遠位端に固定される。
【００２２】
　いくつかの他の実施形態では、近位係合要素は、膨張可能な又は係合する要素であって
もよい。特定の実施形態において、近位係合要素は、マイクロカテーテルと一体となる部
分であってもよい。
【００２３】
　他のいくつかの実施において、前述のデバイスの近位係合要素は、マイクロカテーテル
の遠位端の一部を含んでもよく、その部分はマイクロカテーテルの遠位端に加わる圧力に
応じて形状を変更するように構成されている。特定の実施形態では、近位係合要素は、マ
イクロカテーテルの先端部及びマイクロカテーテル先端部を覆う薄いチューブの層を含む
マイクロカテーテルの遠位端部を有してもよく、この近位係合要素の少なくとも一部が、
薄いチューブの層が除去される際に形状を変更するように構成されてもよい。
【００２４】
　いくつかの他の実施形態では、任意の前述のデバイスのチューブコンパートメントは、
プッシャーチューブ及び接続チューブを有する。
【００２５】
　いくつかの他の実施形態では、デバイスのチューブコンパートメントは、チューブコン
パートメントの近位端がデバイスの押し込み性を高めるために剛性を有してもよい一方で
、チューブコンパートメントの遠位端はデバイスが曲がりくねった解剖学的構造を通過で
きるように、柔らかく柔軟であるといった可変剛性を有する１本のチューブから作製され
てもよい。
【００２６】
　いくつかの他の実施形態では、任意のデバイスの中心ワイヤは、ワイヤ、ケーブル又は
編組を含んでもよい。近位係合要素と遠位係合要素との間の距離は、約０～５０ｍｍの範
囲で調整可能であってもよい。
【００２７】
　いくつかの他の実施形態では、任意のデバイスの近位係合要素は、遠位係合要素に面す
る遠位端を含むことができ、この近位係合要素の遠位端は屈曲され、丸められ、又は平滑
化される。別の実施形態では、デバイスの近位係合要素は遠位係合要素に面する遠位端を
含むことができ、この近位係合要素の遠位端は、身体の内腔の表面と直接接触しないよう
に構成される。
【００２８】
　本発明の別の態様において、身体の内腔における第１の位置から、閉塞の少なくとも一
部を除去する方法が提供される。この方法は、身体の内腔に前述のデバイスを導入する手
順と、第１の位置付近にデバイスを配置する手順と、係合要素を閉塞の少なくとも一部に
係合させる手順と、第１の位置から閉塞／凝血を除去する手順とを備える。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、この方法の係合させる手順は、閉塞の少なくとも一部が近位
係合要素及び／又は遠位係合要素と係合するように、近位係合要素及び遠位係合要素のう
ち１つ又は双方の位置を調整する手順を備える。いくつかの他の実施形態において、この
方法の係合させる手順は、近位係合要素と遠位係合要素との間の閉塞の少なくとも一部が
係合するように、近位係合要素と遠位係合要素との間の距離を調整する手段を備える。
【００３０】



(8) JP 6025846 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

　いくつかの他の実施形態では、この方法は、係合後に、近位係合要素及び遠位係合要素
のうち１つ又は双方の位置を固定させる手段をさらに備える。特定の実施形態では、前述
の方法の係合させる手順において、閉塞の少なくとも一部は、身体の内腔の表面、マイク
ロカテーテル、チューブコンパートメント、近位係合要素、遠位係合要素、及びそれらの
任意の組み合わせからなるグループから選択された構成要素のいずれかに係合する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスの非限定的な具体例を示す
。
【図２Ａ－Ｆ】図２Ａ－Ｆは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスの、特に身体
の内腔に位置する際の、別の非限定的な具体例を示し、本発明のいくつかの実施形態に係
る血管からの閉塞／凝血の除去及び／又は血管の拡張を行うメカニズムのいくつかの非限
定的な例を示す。
【図３Ａ－Ｃ】図３Ａ－Ｃは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図３Ｄ】図３Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の非限定的
な具体例を示す。
【図４Ａ－Ｃ】図４Ａ－Ｃは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図５Ａ－Ｃ】図５Ａ－Ｃは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図６Ａ－Ｃ】図６Ａ－Ｃは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図７Ａ－Ｄ】図７Ａ－Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図８Ａ－Ｄ】図８Ａ－Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図９Ａ－Ｅ】図９Ａ－Ｅは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の
非限定的な具体例を示す。
【図１０Ａ－Ｄ】図１０Ａ－Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに
別の非限定的な具体例を示す。
【図１１】図１１は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の非限定的
な具体例を示す。
【図１２Ａ－Ｄ】図１２Ａ－Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに
別の非限定的な具体例を示す。
【図１３】図１３は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の非限定的
な具体例を示す。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明のいくつかの実施形態によるデバイスの製造方法の非限
定的な具体例を示す。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、本発明のいくつかの実施形態によるデバイスの製造方法の非限
定的な具体例を示す。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、本発明のいくつかの実施形態によるデバイスの製造方法の非限
定的な具体例を示す。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、本発明のいくつかの実施形態によるデバイスの製造方法の非限
定的な具体例を示す。
【図１５】図１５は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスを含む装置の非限定的
な具体例を示す。
【図１６】図１６は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに別の非限定的
な具体例を示す。
【図１７Ａ－Ｂ】図１７Ａ－Ｂは、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスのさらに
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別の非限定的な具体例を示す。
【図１８】図１８は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスを含む装置の非限定的
な具体例を示している。
【図１９Ａ－Ｄ】図１９Ａ－Ｄは、本発明のいくつかの実施形態に係る血液閉塞／凝血を
除去する方法又は血管を拡張する方法のいくつかの非限定的な具体例を示す。
【図１９Ｅ－Ｈ】図１９Ｅ－Ｈは、本発明のいくつかの実施形態に係る血液閉塞／凝血を
除去する方法又は血管を拡張する方法のいくつかの非限定的な具体例を示す。
【図２０Ａ－ａ】図２０Ａ、ａ、Ｂ及びＣは、本発明による装置の非限定的で例示的な実
施形態を示している。図２０Ａはデバイスの開いた状態を示す。図２０ａは、近位係合要
素がチューブから作製される実施形態を示す。
【図２０Ｂ】図２０Ａ、ａ、Ｂ及びＣは、本発明による装置の非限定的で例示的な実施形
態を示している。図２０Ｂは（遠位及び近位の係合要素の間で）デバイスの閉じた状態を
示す。
【図２０Ｃ】図２０Ａ、ａ、Ｂ及びＣは、本発明による装置の非限定的で例示的な実施形
態を示している。図２０Ｃは遠位係合要素の閉端型遠位先端を有するデバイスを示す。
【図２１Ａ－Ｃ】図２１Ａ－Ｃは、本発明に係る身体の内腔から閉塞又は閉塞の一部を除
去するための方法の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図２２Ａ－Ｄ】図２２Ａ－Ｄは、本発明に係る身体の内腔から閉塞又は閉塞の一部を除
去するための方法の別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図２３Ａ－Ｃ】図２３Ａ－Ｃは、本発明に係る身体の内腔から閉塞を除去するための方
法の別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図２３Ｄ－Ｆ】図２３Ｄ－Ｆは、本発明に係る身体の内腔から閉塞を除去するための方
法の別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図２４】図２４は、本発明による装置の非限定的で例示的な実施形態を示している。
【図２５】図２５は、本発明による装置の別の非限定的で例示的な実施形態を示している
。
【図２６Ａ】図２６Ａは、本発明による装置の別の非限定的で例示的な実施形態を示して
いる。図２６Ａはデバイスの開いた状態を示し、図２６Ｂはデバイスの閉じた状態を示す
。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、本発明による装置の別の非限定的で例示的な実施形態を示して
いる。図２６Ａはデバイスの開いた状態を示し、図２６Ｂはデバイスの閉じた状態を示す
。
【図２７Ａ－Ｃ】図２７Ａ－Ｃは、本発明に係る身体の内腔から閉塞又は閉塞の一部を除
去するための方法の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図２８】図２８は、本発明に係る装置のさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す
。
【図２９】図２９は、本発明に係る装置のさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す
。
【図３０Ａ】図３０Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的なの
実施形態を示す。図３０Ａは、デバイスの開いた状態を示す。
【図３０Ｂ】図３０Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的なの
実施形態を示す。図３０Ｂはデバイスの閉じた状態を示す。
【図３１Ａ－Ｃ】図３１Ａ－Ｃは、本発明に係る身体の内腔から閉塞を除去するための方
法のさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図３２Ａ】図３２Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実
施形態を示す。図３２Ａはデバイスの開いた状態を示す。
【図３２Ｂ】図３２Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実
施形態を示す。図３２Ｂは閉塞がデバイスに係合されているデバイスの閉じた状態を示す
。
【図３３Ａ】図３３Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実
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施形態を示す。図３３Ａは、デバイスの開いた状態を示す。
【図３３Ｂ】図３３Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実
施形態を示す。図３３Ｂは、閉塞がデバイスに係合されているデバイスの閉じた状態を示
す。
【図３４Ａ】図３４Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実
施形態を示す。図３４Ａはデバイスの開いた状態を示す。
【図３４Ｂ】図３４Ａ－Ｂは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実
施形態を示す。図３４Ｂは閉塞がデバイスに係合されているデバイスの閉じた状態を示す
。
【図３５】図３５は、本発明に係るさらにデバイスの別の非限定的で例示的な実施形態を
示す。特に、この図はデバイスの近位部分の別の実施形態を示す。
【図３６Ａ－Ｃ】図３６Ａ－Ｃは、本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的
な実施形態を示す。特に、この図は、マイクロカテーテルが異なる形状に変形可能な先端
部を備える実施形態を示している。
【図３７Ａ－Ｄ】図３７Ａ－Ｄは、特に図３６に示すデバイスを用いて、本発明に係る身
体の内腔から閉塞を除去するための方法の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図３８Ａ－Ｂ】図３８Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係る装置の別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図３９Ａ－Ｂ】図３９Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図４０Ａ－Ｂ】図４０Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図４１Ａ－Ｃ】図４１Ａ－Ｃは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図４２Ａ－Ｂ】図４２Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図４３Ａ－Ｂ】図４３Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図４４Ａ－Ｂ】図４４Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【図４５Ａ－Ｂ】図４５Ａ－Ｂは、マイクロカテーテルがその遠位端付近で変形可能な先
端部を備える本発明に係るデバイスのさらに別の非限定的で例示的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、概ね、血管などの身体の内腔において使用されるデバイス、及びその使用方
法に関する。いくつかの実施形態において、デバイスは、内腔を拡張するため及び／又は
内腔から閉塞／凝血を除去するために身体の内腔に配置されてもよい。治療を必要とする
身体の内腔の部分にある間、操作者は、内腔を拡張するために及び／又は閉塞／凝血を係
合するためにデバイスを操作することができる。
【００３３】
　本発明のいくつかの態様は、脳卒中を含むが、これに限定されない血管の疾患を治療す
るために構成されたデバイス及び方法を提供する。いくつかの実施形態では、デバイス及
び方法は、血管から閉塞／凝血を除去することによって虚血性脳卒中に関連する疾患を治
療するように及び／又は血管の血流を再開するために潜在的な狭窄のある血管を再開通さ
せるように構成される。
【００３４】
　血管の非限定的な例としては、動脈、静脈、ならびに循環系の構成要素として外科的に
移植された移植片及びバイパスを含む。
【００３５】
　「閉塞」又は「凝血」という用語は、一般に、部分的又は完全に血管の内腔を閉塞する
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任意の事項を含む。閉塞／凝血は、内腔を通る流動（例えば、血液又は任意の他の生体体
液の流れ）を遅らせる又は妨げる。閉塞／凝血の例としては、血管に存在する血液の閉塞
／凝血や動脈硬化性プラークだけでなく、脂肪や異物を含んでもよい。
【００３６】
　「脳卒中」という用語は、一般に脳への血液供給の障害を原因の一つとして引き起こさ
れる疾患を含む。この障害は、血液の閉塞（例えば、虚血性脳卒中）及び／又は出血（例
えば、出血性脳卒中）によって発生し得る。特に、虚血性脳卒中は、血管の部分的又は実
質的な閉塞／凝血によって発生し得る。虚血疾患の治療は、脳内のみならず心臓などの他
の組織中に存在する血管に適用することができる。したがって、本出願に示されるデバイ
ス及び方法は、特定の器官での使用に限定されるものではなく、内腔の拡張又は血流を回
復するために閉塞／凝血の除去を必要としている身体の任意の血管に適用することができ
る。また、本発明に係るデバイス及び方法は、虚血以外の他の症状をもたらし得る静脈の
閉塞／凝血を治療するために使用することができる。
【００３７】
　デバイスは、カテーテルを介して血管内に導入されることができる。「カテーテル」と
は、一般に、身体の内腔に挿入されることができる管状構造を含み、それによって治療を
必要とする身体の領域へのデバイス及び／又は化学物質の投与を可能にする。「マイクロ
カテーテル」という用語は、血管などの比較的小さな身体の内腔に投与されるように構成
されたカテーテルを指してもよい。
【００３８】
　「チューブ」という用語は、一般に、内容物を保持するため及び／又は導くために使用
される中空空間を含んでもよい導管（例えば円筒形）などの管状の物体を指す。チューブ
は、金属、プラスチック、ガラス、又はそれらの任意の組み合わせなどさまざまな材料で
作製することができる。
【００３９】
　「ワイヤ」という用語は、一般的に薄い可撓性を有する糸状又は棒状に引き伸ばされた
金属又は非金属の物体を指す。ワイヤの長さ及び太さは、ナノメートルの尺度からメート
ルの尺度にまで大きく変わり得る。
【００４０】
　「ステント」という用語は、一般的に、例えば、血管、カナル、又はダクトといった身
体の内腔の内部に、治癒を助けたり、障害を軽減したりするため、一時的又は恒久的に配
置される管状支持体を指す。ステントは、１本以上のワイヤから形成されてもよい。いく
つかの場合では、ステントは、一般的に、フレームワークの一部を形成し、圧縮に抵抗す
るように設計されたロッド又はバーを指すストラットの形態であってもよい。いくつかの
他の場合では、ステントは、ワイヤウェブ又はワイヤメッシュの形態であってもよい。
【００４１】
　さらに、当業者には明らかであるべき多くの異なる修正及び変更は、特定の処理条件を
適切に提供するために、本発明の範囲に影響を与えずに行うこともできる。したがって、
本出願で開示される実施例だけでなく、そのような明白な修正及び変更も本発明の範囲に
含まれるべきである。
【００４２】
　本発明の１つの態様は、再構成可能要素、支持要素、制御要素、プッシャーチューブな
どを有する血管内で使用するためのデバイスに関連する。制御要素、再構成可能要素、及
び支持要素は、拡張可能コンパートメントを形成する。
【００４３】
　血管の大きさは、小さな動脈及び静脈では直径約０．０３インチ（約１ｍｍ）から大動
脈では１．０インチ（約２５ｍｍ）と大きく変化する。したがって、いくつかの実施形態
において、デバイスの直径は、収縮した状態での約０．０１インチ（約０．２５ｍｍ）か
ら拡張した状態での１．０インチ（約２５ｍｍ）の範囲であってもよい。
【００４４】
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　いくつかの実施形態では、制御要素は、ワイヤ、編組、又はケーブルを含んでもよく、
拡張可能コンパートメントの構成を制御するように構成されてもよい。金属及び非金属材
料を含んでもよい制御要素を作製するために、さまざまな材料を使用することができる。
制御要素用の金属材料のいくつかの非限定的な例として、ニッケル、チタン、ステンレス
スチール、コバルト、クロム、及び前述のいずれかの合金であるニチノール（ＮｉＴｉ）
、ステンレススチール、又はコバルトクロム合金などを含んでもよい。また、制御要素で
あるという所望の特性を有する任意のポリマー又はプラスチックが、その製造のために使
用されることができる。ポリマーは、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケト
ン）、ナイロン、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレ
フタレート）、ポリプロピレンなどを含むが、これらに限定されない。ＰＴＦＥでコーテ
ィングされたステンレススチール、又はＰＴＦＥでコーティングされたＮｉＴｉを含むが
、これらに限定されないポリマーでコーティングされた金属を制御要素として用いること
ができる。制御要素は、ＰＴＦＥ又はＦＥＰ（フッ素化エチレンプロピレン）チューブで
ＮｉＴｉ又はステンレススチールなどを覆った複合材料で作製することもできる。
【００４５】
　制御要素の直径は、約０．００１インチから０．１０インチの範囲であってもよい。
【００４６】
　「拡張可能コンパートメント」という用語は、一般的に、血管を開通させる又は閉塞／
凝血を除去することのいずれかによって、閉塞された血管を再疎通又は局所的な流動の狭
窄を打ち消すために身体の内腔に挿入されることができる構造を含む。再構成可能要素は
、拡張可能コンパートメントを形成するための１つの構成要素である。いくつかの実施形
態では、再構成可能要素は、チューブ又はシート材料から作られたストラットを有しても
よい（図３の例を参照）。いくつかの他の実施形態では、再構成可能要素は、メッシュに
形成されることができる複数のワイヤを含んでもよい（図４の例を参照）。いくつかの他
の実施形態では、再構成可能要素の複数のワイヤは、一緒に整列した管の形状を形成して
もよい（図１１の例を参照）。再構成可能要素は、金属材料で作製することができる。再
構成可能要素用の上記の金属材料のいくつかの非限定的な例には、ニッケル‐チタン（Ｎ
ｉＴｉ）合金、ステンレススチール、チタン及びその合金ならびにコバルトクロム（Ｃｏ
Ｃｒ）合金などが含まれる。あるいは、再構成可能要素であるという所望の特性を有する
任意のポリマー又はプラスチックを再構成可能要素作製の材料として使用することができ
る。さらなる別の例において、再構成可能要素は、２つ以上の異なる材料を用いて構築さ
れることができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、再構成可能要素に用いられるストラットの直径は約０．００
０５インチから０．１インチ（１２．５μｍから２５００μｍ）の間で変化してもよい。
いくつかの他の実施形態では、再構成可能要素に用いられるワイヤの直径は約０．０００
５インチから０．１インチ（１２．５μｍから２５００μｍ）の間で変化してもよい。再
構成可能要素は、一般的に可撓性があり、弾性又は超弾性を有している。したがって再構
成可能要素の構成は、再構成可能であることができる。再構成可能要素は、一般に、「収
縮（すなわち軸方向に拡張した、折り畳まれた又は閉じられた）」構成、「弛緩（すなわ
ち広げられた又は開かれた）」構成、及び「拡張（すなわち半径方向に拡張した又は半径
方向に膨張した）」構成と呼ばれる少なくとも３つの異なる構成を有している。再構成可
能要素の完全な収縮構成は、一般に、その軸方向の長さが最長になる一方で再構成可能要
素の外径が最小になった状態を表す。デバイスが、導入シース又はマイクロカテーテル内
にある場合には、再構成可能要素は収縮構成にある。再構成可能要素が、マイクロカテー
テル又は導入シースの外に押し出され、圧縮力がなくなった、つまりいかなる抑制もなく
なった場合、再構成可能要素は、弛緩状態にある。再構成可能要素の拡張構成は、一般に
、再構成可能要素の外径がさらに拡張された状態を表す。再構成可能要素の構成は、制御
要素及び支持要素によって、収縮状態又は弛緩状態から拡張状態への制御をされることが
できる。外径は、再構成可能要素の構成の変化に応じて変化してもよく、収縮構成で約０
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．０１インチから０．５インチ（０．２５ｍｍから１２．５ｍｍ）まで変動してもよい。
拡張構成の直径は約０．０４インチから１．０インチ（１．０ｍｍから２５ｍｍ）まで変
動してもよい。再構成可能要素の軸方向の長さは、その構成の変化に応じて変化してもよ
い。特定の実施形態では、再構成可能要素の軸方向の長さは、再構成可能要素が収縮する
につれて伸びてもよい。反対に、再構成可能要素の軸方向の長さは、再構成可能要素がよ
り拡張するにつれて縮んでもよい。再構成可能要素の軸方向の長さは、約０．１インチか
ら３インチ（２．５ｍｍから７５ｍｍ）まで変動できる。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態において、支持要素は複数のワイヤ又はストラットを含む
。支持要素の複数のワイヤ又はストラットは、概ね直線状又は概ね非直線状であってもよ
い。特定の実施形態において、支持要素は、ワイヤメッシュの形態である。他の実施形態
において、支持要素は、編組形態である。他の実施形態において、支持要素は、チューブ
からレーザー切断によって製造されるメッシュ状の管の形態である。他の実施形態では、
支持要素は、再構成可能要素とともに、レーザー切断又はフォトエッチング処理によって
製造されるメッシュ状のシート形態である。支持要素は、概ね、再構成可能要素の構成を
調整するように構成されており、それによって、再構成可能要素の半径方向の拡張の程度
の繊細な制御を提供する。デバイスのこのような繊細な制御メカニズムは、多くの態様に
おいて有益となる。選択された治療部位へのデバイスの送達及び解放後には、自己拡張す
る再構成可能要素の半径及び／又は半径方向の力が、用途において望まれるものよりも少
ないと思えるかもしれない。そういった際、支持要素は、内腔にさらに半径方向の力／圧
力を提供してもよい。時折、デバイスが周囲の組織又は閉塞／凝血に対して及ぼす半径方
向の力の量を増加又は減少させることが望ましい場合がある。このような場合には、本発
明に係るデバイスにおける半径方向の力の幅をより広げるために再構成可能要素の構成を
動的に制御することができる。デバイスが送達、除去及び／又は操作されている間も、デ
バイスは血管への不必要な衝撃や損傷を減少又は最小限に抑えることができる。いくつか
の実施形態では、デバイスが送達される場合、デバイスが血管内に解放される際に内腔に
望ましくない圧力及び／又は衝撃を与える場合があり、内腔の直径よりも拡張することが
ある。このような場合、再構成可能要素の直径及び半径方向の力を、必要に応じた制御要
素及び支持要素の動きにより減少させることができる。他のケースでは、デバイスが除去
されるとき、半径方向の力が大きすぎる場合があり、血管を通して引き戻される際に損傷
を引き起こすおそれがある。同様に、再構成可能要素の直径及び半径方向の力を、制御要
素及び支持要素の動きによって減少させることができる。
【００４９】
　本発明の別の態様は、マイクロカテーテル、中心ワイヤ、チューブ要素、及び係合要素
／コンパートメントを含む、血管内での使用のためのデバイスに関連する。係合要素／コ
ンパートメントは、遠位係合要素及び近位係合要素を含んでもよい。いくつかの実施形態
では、遠位係合要素は、中心ワイヤに結合していてもよい。近位及び遠位係合要素の一方
又は両方が、係合要素であってもよい。特定の実施形態において、遠位と近位係合要素と
の間の距離は、調整可能である。近位及び遠位係合要素の間の距離は、少なくともいくつ
かの実施形態において、約０～５０ｍｍの間で調整されることができる。特定の実施形態
では、近位及び遠位係合要素の間の距離は、約０ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍ、２
０ｍｍ、２５ｍｍ、３０ｍｍ、３５ｍｍ、４０ｍｍ、４５ｍｍ及び５０ｍｍならびにそれ
らの間の任意の範囲で調整されてもよい。別の実施形態では、近位及び遠位係合要素の間
の距離が５０ｍｍより長くなるように調整されてもよい。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、血管内に導入されることができる。血管の大き
さは、小さな動脈と静脈の直径約０．０３インチ（約１ｍｍ）から大動脈の１．０インチ
（約２５ｍｍ）と大きく変化する。したがって、いくつかの実施形態において、デバイス
の直径は、約０．０１インチ（約０．２５ｍｍ）から１．０インチ（約２５ｍｍ）の範囲
であってもよい。また、単一のデバイスの直径は、係合コンパートメントを開いたり（又
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は拡張）又は閉じたり（又は収縮）するなどの操作中に変化してもよい。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、デバイスは中心ワイヤをさらに含む。中心ワイヤは、チュー
ブ要素を通過し、そこで自在に移動することができる。特定の実施形態では、制御ワイヤ
が係合コンパートメントに結合している。より具体的には、中心ワイヤは、遠位係合要素
及び近位係合要素に結合していてもよい。結合とは、一般に、２つの物体の間の任意の種
類の接続を指す。結合とは、２つの物体が結合するとき、１つの物体の動きがもう１つの
物体によって阻害されるという固定を含む。言い換えれば、一度２つの物体が固定という
方法で結合させられると、２つの物体の動きは同期させられる。しかし、結合とは、必ず
しも物体ともう１つの物体の固定を示すものではない。したがって、２つの物体が結合し
ているが、固定状態に限定されていない場合、１つの物体のもう１つ物体に対する動きは
阻害されない。これにより、少なくともいくつかの実施形態において、両方とも中心ワイ
ヤと結合している遠位係合要素及び近位係合要素は、中心ワイヤに沿って自在に動いても
よい。
【００５２】
　特定の実施形態では、中心ワイヤは、遠位係合要素に固定されるか、接合される。いく
つかの場合において、遠位係合要素の近位端は、中心ワイヤの遠位端に接合されてもよい
。中心ワイヤと遠位係合要素との間の結合（すなわち接続）は、溶接、接着、又はクリッ
ピングなど、さまざまな方法を介して行われてもよい。いくつかの実施形態では、中心ワ
イヤと遠位係合要素との間の接合部は、遠位要素コネクタによって覆われている。あるい
は、接続された制御ワイヤ及び遠位係合要素を囲む被覆は全く設けられない。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、中心ワイヤは、ワイヤ、編組、又はケーブルを含んでもよく
、あるいはワイヤ、編組、又はケーブルの形態であってもよい。さまざまな材料が、金属
及び非金属材料を含んでもよい中心ワイヤを製造するために使用されることができる。中
心ワイヤ用の金属材料のいくつかの非限定的な例として、ニッケル、チタン、ステンレス
スチール、コバルト、クロム、及び前述のいずれかの合金であるニチノール（ＮｉＴｉ）
又はコバルトクロム合金などを含んでもよい。また、中心ワイヤであるという所望の特性
を有する任意のポリマー又はプラスチックは、その製造のために使用されることができる
。ポリマーは、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ナイロン、ＰＴ
ＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリプ
ロピレンなどを含むが、これらに限定されない。ＰＴＦＥでコーティングされたステンレ
ススチール、又はＰＴＦＥでコーティングされたＮｉＴｉを含むが、これらに限定されな
いポリマーでコーティングされた金属は、中心ワイヤとしても用いられることができる。
また、親水性コーティングが適用可能である。このようなコーティングは、中心ワイヤと
チューブコンパートメントとの間の摩擦を減少させるために部分的に適用可能であること
ができる。中心ワイヤはまた、ＰＴＦＥ又はＦＥＰ（フッ素化エチレンプロピレン）チュ
ーブでＮｉＴｉワイヤを覆った又はＰＴＦＥ又はＦＥＰチューブでステンレススチールな
どを覆った複合材料でも作製することができる。中心ワイヤの直径は、約０．００１イン
チから０．２５インチの範囲であってもよい。特定の実施形態では、中心ワイヤの直径は
約０．００１、０．００２、０．００３、０．００４、０．００５、０．００６、０．０
０７、０．００８、０．００９、０．０１１、０．０１２、０．０１３、０．０１４、０
．０１５、０．０１６、０．０１７、０．０１８、０．０１９、０．０２０、０．０２１
、０．０２２、０．０２３、０．０２４及び０．０２５インチであってもよい。あるいは
、中心ワイヤの直径は０．０２５インチより太くてもよい。
【００５４】
　「係合コンパートメント」という用語は、一般に、小さな直径に圧縮され、身体の内腔
に挿入されることができる構造を含み、血管を開通させる又は閉塞の少なくとも一部を除
去することのいずれかによって、閉鎖された血管を再疎通又は局所的な流動の狭窄を打ち
消すため、圧縮が解放されると同時に、大きな直径に拡張する。係合コンパートメントは
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、遠位係合要素及び近位係合要素を含んでもよい。遠位及び近位係合要素は、少なくとも
いくつかの実施形態では、編組構造とされてもよい。それらは、レーザーカットされたハ
イポチューブ、又はフォトエッチングされたシート材料を介して作られることもできる。
熱処理は、それらを、例えば円錐形又は円筒形といった所望の形状に定めるために必要と
されてもよい。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、係合要素は、チューブ又はシート材料から作られたステント
を含んでもよい。いくつかの他の実施形態では、係合要素は、メッシュに形成されること
ができる複数のワイヤを含んでもよい。いくつかの場合において、遠位係合要素の遠位端
は、図２０Ｃに見られるように閉じられてもよい。あるいはまた、遠位係合要素の遠位端
は、図２０Ａに示すように開かれたままであってもよい。
【００５６】
　遠位係合要素は、金属材料で作ることができる。遠位係合要素用の上記の金属材料のい
くつかの非限定的な例には、ニッケル‐チタン（ＮｉＴｉ）合金、ステンレススチール、
チタン及びその合金ならびにコバルトクロム（ＣｏＣｒ）合金などが含まれる。あるいは
、遠位係合要素であるという所望の特性を有する任意のポリマー又はプラスチックを使用
することができる。さらなる別の例において、再構成可能要素は、２つ以上の異なる材料
を用いて構成されることができる。いくつかの実施形態では、遠位係合要素は、可撓性材
料からなる。さらに別の実施例では、遠位係合要素は、ポリマー被覆金属材料といった２
つ以上の異なる材料を用いて構成されることができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、遠位係合要素の直径は、拡張状態で約１ｍｍから８ｍｍまで
変化してもよい。特定の実施形態では、遠位係合要素の直径は、拡張状態で、約１ｍｍ、
２ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ及び８ｍｍ又はその間の任意の範囲で
あってもよい。他のいくつかの実施形態では、遠位係合要素の長さは、約１０～４０ｍｍ
で変化してもよい。特定のいくつかの実施形態では、遠位係合要素の長さは、約１０ｍｍ
、１５ｍｍ、２０ｍｍ、２５ｍｍ、３０ｍｍ、３５ｍｍ及び４０ｍｍ又はその間の任意の
範囲であってもよい。また、別の実施形態では、遠位係合要素の長さは、４０ｍｍより長
くてもよい。
【００５８】
　遠位係合要素は、一般的に可撓性があり、弾性又は超弾性を有している。したがって遠
位係合要素は、形状を変化させることができる。遠位係合要素は、一般には、「収縮（す
なわち折り畳まれた又は閉じた）」構成及び「弛緩（すなわち広げられた又は開かれた）
」構成と呼ばれる、少なくとも２つの異なる構成を備える。遠位係合要素の収縮構成は、
一般に、遠位係合要素の外径が最小になった状態を表している。遠位係合要素がマイクロ
カテーテル内にある場合、遠位係合要素は、その収縮構成にある。遠位係合要素が、マイ
クロカテーテルの外に押し出され、それを制約する圧縮力がなくなると、遠位係合要素は
弛緩状態になる。いくつかの実施形態では、遠位係合要素は、自己拡張可能なステントを
含む。それゆえに、一度ステントが、マイクロカテーテルから押し出される又はマイクロ
カテーテルがステントをマイクロカテーテルから遠位側に残して引き抜かれると、ステン
トは制約がなくなり、自然に拡張される。その可撓性の性質のため、遠位係合要素は、マ
イクロカテーテルに対して丁寧に引っ張る又は押すことで、容易にマイクロカテーテル内
に配置されることができる。
【００５９】
　本発明のいくつかの実施形態において、近位係合要素は、チューブ又はシート材料から
製造される１本以上のワイヤを含んでもよい。いくつかの他の実施形態では、近位係合要
素は、例えば図２０に示すような、バスケット状に形成することができる１本以上のワイ
ヤを含んでもよい。あるいは、近位係合要素は、多くの形状又は形態に製造することがで
きる。例えば、身体の内腔の表面に面してもよい近位係合要素の遠位端は、身体の内腔表
面の損傷を減少させるために変更されてもよい。よって、近位係合要素の遠位端は、実質
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的に平滑化されており、近位係合要素が直接接触しても、身体の内腔は概ね無傷であるよ
うになっている。また、近位係合要素の遠位端は、例えば図３０に示すように、尖った端
部が身体の表面と直接接触しないように、湾曲されている。また、近位係合要素の形状又
は形態は、操作中に変化させることができる。したがって、特定の実施形態では、遠位端
は、より具体的には、近位係合要素の遠位先端部は、操作中に除去されるように構成され
てもよい。例えば、図３２～３４に示すように、近位係合要素の遠位先端部は、コネクタ
に直接接続される（例えば図３３及び３４）、又は間接的に接続される（図３２に示すよ
うに接続ワイヤを介して）。これらの構成では、近位係合要素の遠位先端部は、コネクタ
の動きを経由して身体の内腔から離れる。より具体的には、凝血付きの遠位要素の近位コ
ネクタが近位方向に移動したとき、近位係合要素の遠位先端部を近位方向に引っ張っても
よく、先端部が丸められた又は非外傷性にされた近位要素を望ましいバスケット形状に折
り畳んでもよい。したがって、少なくともいくつかの実施形態では、身体の内腔表面に直
接接触することにより身体の内腔（例えば血管）に損傷を与えてしまう危険性は、実質的
に減少する。これらの先端部の特徴は、必要なときに近位係合要素を内腔内に進めること
を可能にし、内腔の表面を傷つけずにいることを可能にする。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、凝血への係合及び回収効率を大幅に向上するように近位係合
要素が構成されている。例えば、図３に示されるように、いくつかの実施形態に係るデバ
イスを用いる場合、閉塞は、近位及び遠位係合要素の間に配置されてもよい。この設計は
、２つの別々の係合要素で閉塞又は凝血を保持することにより、閉塞又は凝血をより強固
に係合するという改良された能力を有する。
【００６１】
　近位係合要素は、金属材料で作られることができる。近位係合要素用の上記の金属材料
のいくつかの非限定的な例には、ニッケル‐チタン（ＮｉＴｉ）合金、ステンレススチー
ル、チタン及びその合金ならびにコバルトクロム（ＣｏＣｒ）合金などが含まれる。ある
いは、近位係合要素のための所望の特性を有する任意のポリマー又はプラスチックを使用
することができる。いくつかの実施形態では、近位係合要素は、可撓性材料からなる。さ
らなる別の例において、近位係合要素は、例えば図３４に示されるように、２つ以上の異
なる材料を用いて構築されることができる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、近位係合要素の直径は、拡張状態で約１ｍｍから８ｍｍまで
変化してもよい。特定の実施形態では、近位係合要素の直径は、拡張状態で、約１ｍｍ、
２ｍｍ、３ｍｍ、４ｍｍ、５ｍｍ、６ｍｍ、７ｍｍ及び８ｍｍ又はその間の任意の範囲で
あってもよい。他のいくつかの実施形態では、近位係合要素の長さは、約２～４０ｍｍで
変化してもよい。特定のいくつかの実施形態では、近位係合要素の長さは、約２ｍｍ、５
ｍｍ、７ｍｍ、１０ｍｍ、１２ｍｍ、１５ｍｍ、１７ｍｍ、２０ｍｍ、２２ｍｍ、２５ｍ
ｍ、２７ｍｍ、３０ｍｍ、３２ｍｍ、３５ｍｍ、３７ｍｍ、４０ｍｍ又はその間の任意の
範囲であってもよい。また、別の実施形態では、近位係合要素の長さは、４０ｍｍより長
くてもよい。
【００６３】
　近位係合要素は、一般的に可撓性があり、弾性又は超弾性を有している。したがって近
位係合要素は、形状を変化させることができる。近位係合要素は、一般には、「収縮（す
なわち折り畳まれた又は閉じた）」構成及び「弛緩（すなわち広げられた又は開かれた）
」構成と呼ばれる、少なくとも２つの異なる構成を備える。近位係合要素の収縮構成は、
一般に、近位係合要素の外径が最小になった状態を表している。近位係合要素がマイクロ
カテーテル内にある場合、近位係合要素は、その収縮構成にある。近位係合要素が、マイ
クロカテーテルの外にあって、制約を受けないとき、近位係合要素は弛緩状態になる。い
くつかの実施形態では、近位係合要素は、弾性材料又は超弾性材料から作られ、したがっ
て自己拡張可能である。その可撓性の性質のため、近位係合要素は、マイクロカテーテル
に対して丁寧に引っ張る又は押すことで、容易にマイクロカテーテル内に配置されること
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ができる。さらに別の実施形態では、近位係合要素は、２つより多い異なる状態を有して
もよい。例えば、図３２～３４に示されるように、近位係合要素は、操作中にその形状を
変化させるように構成されてもよく、結果的に完全な収縮状態と完全な弛緩状態との間に
多くの異なった状態ができるようになる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のマーカーがデバイスに追加されてもよい。このよ
うなマーカーは、身体内のデバイスの位置及び／又は動きを監視するのに役立つ放射線不
透過性材料を含んでもよい。放射線不透過性マーカーのいくつかの非限定的な例として、
金、金合金、ＣｏＣｒ合金、白金、又は白金合金を含むことができる。マーカーはまた、
放射線不透過性コーティングの形態であってもよい。マーカーは、デバイス内のどこに追
加してもよい。いくつかの実施形態では、身体内の遠位係合要素の位置を測定できるよう
に１つ以上のマーカーが、遠位係合要素に追加されてもよい。他のいくつかの実施形態で
は、身体内の近位係合要素の位置を測定できるように１つ以上のマーカーが、近位係合要
素に追加されてもよい。いくつかの他の実施形態では、遠位及び近位係合要素の両方がマ
ーカーを含む。遠位及び近位係合要素それぞれの中のマーカーは、同様の又は異なる素材
であってもよい。あるいは、１つ以上のマーカーが、中心ワイヤ及び／又はチューブコン
パートメントに追加されてもよい。いくつかの実施形態では、マーカーは、約０．１０～
４ｍｍの長さであってもよく、直径は約０．００１～０．０３０インチであってもよい。
しかし、マーカーの寸法（例えば長さ、直径、サイズ及び質量）及び形状のいかなる変化
も好適である。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、デバイスはチューブコンパートメントを含んでもよい。チュ
ーブコンパートメントは、複数のチューブ要素を含んでもよい。このようなチューブ要素
は、プッシャーチューブ及び接続チューブを含む。少なくともいくつかの実施形態では、
プッシャーチューブは、内側プッシャーチューブ、中間プッシャーチューブ、外側プッシ
ャーチューブをさらに含んでもよい。また別の実施形態において、プッシャーチューブは
、遠位プッシャーチューブ及び近位プッシャーチューブを含んでもよい。金属及び非金属
材料を含んでもよいチューブ要素を作製するために、さまざまな材料を使用することがで
きる。いくつかの実施形態では、遠位プッシャーチューブ及び／又は外側プッシャーチュ
ーブは、ＰＴＦＥ又はＰＥＴなどの潤滑性及び可撓性を有するポリマーから作製すること
ができる。中間及び近位プッシャーチューブは、ニチノール超弾性材料、ステンレススチ
ール、ＣｏＣｒ系合金、チタン合金、又は（ポリイミド、ＰＥＥＫなどの）ポリマーから
作製することができる。１つ以上のチューブ要素は、ＰＴＦＥコーティング、親水性コー
ティングなどの潤滑性のある素材でコーティングすることもできる。チューブ要素は、Ｐ
ＴＦＥ又はＦＥＰ（フッ素化エチレンプロピレン）チューブで覆ったニチノールワイヤ、
又はＰＴＦＥ又はＦＥＰチューブで覆ったステンレススチールなどの複合材料で作製する
こともできる。
【００６６】
　中心ワイヤは、ワイヤ、編組、又はチューブの形態であることができる。中心ワイヤ用
の金属材料のいくつかの非限定的な例として、ニッケル、チタン、ステンレススチール、
コバルト、クロム、及び前述のいずれかの合金であるニチノール（ＮｉＴｉ）又はコバル
トクロム合金などを含んでもよい。また、中心ワイヤであるという所望の特性を有する任
意のポリマー又はプラスチックは、その製造のために使用されることができる。ポリマー
は、ポリイミド、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ナイロン、ＰＴＦＥ（ポリ
テトラフルオロエチレン）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ポリプロピレンな
どを含むが、これらに限定されない。ＰＴＦＥでコーティングされたステンレススチール
、又はＰＴＦＥでコーティングされたＮｉＴｉを含むが、これらに限定されない、ポリマ
ーでコーティングされた金属は、中心ワイヤとしても用いられることができる。また、親
水性コーティングが適用可能である。
【００６７】
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　いくつかの実施形態において、プッシャーチューブ及び接続チューブの直径は、約０．
００１から０．０５０インチであってもよい。他の実施形態において、プッシャーチュー
ブ及び接続チューブの直径は、０．００１インチより短くてもよく、０．０５０インチよ
り長くてもよい。いくつかの他の実施形態では、デバイスは、プッシャーチューブを含ん
でもよく、接続チューブを含まなくてもよい。
【００６８】
　例示のため、本発明に係るデバイスのいくつかの非限定的かつ例示的な例が、以下の図
面に設けられている。いくらかの典型的な応用が例示のために本明細書に記載されている
が、当業者にとっては明らかであるべき多くの異なる修正及び変更が、本発明の範囲に影
響を与えずに行われることもできる。したがって、本出願で開示される例だけでなく、そ
のような明らかな修正及び変更も本発明の範囲に含まれるべきである。
【００６９】
　図１を参照すると、再構成可能要素（４１０）、支持要素（４２０）、制御要素（１０
）及びプッシャーチューブを（２０）含むデバイスが示されている。拡張可能コンパート
メント（４０）は、導入シース（２６）の内部に存在することができる。
【００７０】
　臨床手術中、図２に示すように、デバイスは、導入シース（２６）を介してマイクロカ
テーテル（３０）に押し込まれることができ、損傷部位にさらに押し出されることができ
る。再構成可能要素（４１０）は、プッシャーチューブ（２０）、この場合では、細い中
空チューブ、に接続されることができる。支持要素は、制御要素に結合していてもよい。
制御要素（１０）の少なくとも一部は、プッシャーチューブ（２０）及び制御要素（１０
）によって取り囲まれていてもよく、プッシャーチューブ（２０）を介して自在にスライ
ドしてもよい。これにより、制御要素（１０）及びプッシャーチューブ（２０）の動きは
、互いに制約し合うことなく、図３Ｂ及び図４Ｂに示すように各々が、デバイスの軸方向
軸に沿って自在にスライドすることができる。マイクロカテーテルは、ガイドワイヤを利
用して閉塞／凝血の位置に配置されてもよい。プッシャーチューブは、マイクロカテーテ
ル内にデバイスを押し込むために使用されることができる。デバイスの拡張可能コンパー
トメントは、それから、治療中にマイクロカテーテルから押し出されることができる。再
構成可能要素の半径方向の力及び直径は、制御要素を近位側又は遠位側に引っ張ること又
は押すことによって調整されることができる。
【００７１】
　図２は、血管から閉塞／凝血を除去するために必要な手順を示している。したがって内
腔表面（５０）は、血管壁を表してもよい。いくつかの実施形態において、デバイスは、
閉塞／凝血（６０）が存在する管腔領域（５０）に送達されてもよい。送達中、マイクロ
カテーテルの遠位先端部は、図２Ａに示すように、ガイドワイヤ（５）を利用して、閉塞
された箇所に誘導され、閉塞／凝血（６０）を通過してもよい。血管造影ガイダンスは、
血管及び閉塞／凝血に関連するマイクロカテーテルの位置を特定するために使用されても
よい。
【００７２】
　ガイドワイヤ（５）を除去した後、回収デバイスは、マイクロカテーテル（３０）に導
入されることができる。拡張可能コンパートメント（４０）は、拡張可能コンパートメン
ト（４０）の遠位端がマイクロカテーテルの遠位端に到達するまで、マイクロカテーテル
（３０）を通って押し出されてもよい（図２Ｂ）。図２Ｃに示されるように、マイクロカ
テーテル（３０）は、プッシャーチューブ（２０）が固定されている間、近位側に引っ張
られることで、わずかに引き抜かれてもよい。図２Ｄに示すように、拡張可能コンパート
メント（４０）は、閉塞／凝血（６０）に露出されてもよく、部分的に開放されてもよい
。操作者は、再構成可能要素（４１０）が閉塞／凝血（６０）を砕くこと又は係合するこ
と、閉塞／凝血（６０）の少なくとも一部を破壊すること及び／又は血管の内腔を拡張す
ることを可能にするため、再構成可能要素（４１０）の構成（すなわち再構成可能要素の
半径方向の力、直径、及び軸方向の長さ）を調整してもよい。このような再構成可能要素
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の構成の調整は、図２Ｅに示すように、少なくとも制御要素（１０）を遠位側又は近位側
に押したり引っ張ったりすることで実行されてもよい。図２Ｆに示すように、閉塞／凝血
（６０）が拡張可能コンパートメント（４０）によって係合された後、デバイスは、マイ
クロカテーテル（３０）とともに血管から取り出されてもよい。
【００７３】
　あるいは、マイクロカテーテルは、最初に、閉塞／凝血を越えて配置されることができ
、拡張可能コンポーネントは、閉塞／凝血に対して遠位に開かれることができる。再構成
可能要素の直径及び半径方向の力を操作及び調整した後、デバイスを近位側に引っ張るこ
とができ、閉塞／凝血を拡張可能コンパートメントで捕捉して血管から引き出すことがで
きる。
【００７４】
　図２の実施形態が、内腔の閉塞部位からの閉塞／凝血の実質的な除去を示す一方、閉塞
／凝血の少なくとも一部を破壊するなどの別の治療を用いることもできる。閉塞／凝血は
、多くの場合、実質的に軟質で、比較的軽微な衝撃で分解される場合がある。このような
場合、再構成可能要素は、部分的に閉塞／凝血を小さなコンポーネントに破壊してもよい
。閉塞物質の破片は、デバイスにより身体から回収され除去されることができる。再構成
可能要素が血管内で半径方向に拡張しながら、再構成可能要素のワイヤ又はストラットが
、閉塞／凝固（例えば凝血）を貫通する場合、閉塞／凝血の一部は、血管の全直径までに
拡張する拡張可能コンパートメントに取り囲まれる又は係合する。部分的に再構成可能要
素をマイクロカテーテル先端部内に引き入れて再構成可能要素をわずかに収縮させること
で、再構成可能要素セルのワイヤ／ストラット間の開口部を小さくする。これで拡張可能
コンパートメント内に閉塞／凝血を維持することができる。支持要素も、拡張可能コンパ
ートメント内に閉塞／凝血を維持する手助けになってもよい。そして閉塞／凝血の部分を
含むデバイス全体は、血管から引き抜かれることができる。さらに別の実施形態では、内
腔の閉塞部位の流動が回復できるように、デバイスが内腔を拡大／拡張させてもよい。閉
塞／凝血が、デバイスが実質的に閉塞／凝血に係合することを可能にするための十分な軟
性を有していないこともある。このような場合には、再構成可能要素の構成は、閉塞／凝
血の少なくとも一部と係合し動かすために制御されてもよい。再構成可能要素の直径がさ
らに開いたとき、再構成可能要素のワイヤ又はストラットは閉塞／凝血に押し付けられる
。近位に引きながら、再構成可能要素と閉塞／凝血との間の摩擦が、閉塞／凝血が血管壁
から外れ除去される原因になる場合がある。
【００７５】
　図３及び図４は、本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスを示す。デバイスは、再
構成可能要素（４１０）の近位端コネクタ（４６０）に接続されてもよいプッシャーチュ
ーブ（２０）を含む。プッシャーチューブならびに制御要素は、実質的に長くなることが
ある。いくつかの実施形態では、プッシャーチューブ及び制御要素は、プッシャーチュー
ブ及び制御要素を介して体外から回収デバイスを制御する操作者にとって十分な長さがあ
る。いくつかの実施形態では、プッシャーチューブ及び制御要素は、約１００ｃｍ、１１
０ｃｍ、１２０ｃｍ、１３０ｃｍ、１４０ｃｍ、１５０ｃｍ、１６０ｃｍ、１７０ｃｍ、
１７５ｃｍ、１８０ｃｍ、１８５ｃｍ、１９０ｃｍ又は２００ｃｍに拡張してもよい。こ
れらのワイヤは、必要であれば、２００ｃｍを超えて拡張することができる。
【００７６】
　再構成可能要素（４１０）は、少なくとも２つの端部、遠位端及び近位端を含んでもよ
い。再構成可能要素（４１０）の遠位端は、一般に、近位端より先に身体に入る端部を指
す。再構成可能要素（４１０）の近位端は、一般に、再構成可能要素（４１０）がプッシ
ャーチューブ（２０）に結合している端部を指す。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、再構成可能要素（４１０）の遠位端は、閉じられており、こ
れは再構成可能要素ワイヤ又はストラット（４１０）の遠位端が、コネクタ（４３０又は
４５０）の有無にかかわらず、例えば、溶接、はんだ付け、又は接着という方法でくっつ
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けられていることを意味する。いくつかの実施形態では、制御要素（１０）の遠位端及び
支持要素（４２０）の遠位端は、コネクタ（４５１）の有無にかかわらず、例えば、溶接
、はんだ付け、又は接着などの手段を介してくっつけられてもよい。あるいは、遠位端コ
ネクタ（４５１）が、制御要素（１０）の遠位先端部及び支持要素（４２０）の遠位先端
部を結合するために使用されてもよい。再構成可能要素（４１０）の近位端に、外側近位
端にコネクタ（４６１）及び内側近位端コネクタ（４６２）が存在し、図３Ｂ－８Ｂに見
られるように、そのどちらもチューブ構造であってもよい。再構成可能要素（４１０）の
近位ワイヤ又はストラット端部は、内側及び外側近位端コネクタ（４６１及び４６２）と
の間に配置されてもよく、上述の手段によって適所に固定されている。制御要素（１０）
は、近位端コネクタ（４６０）を自在にスライドできるように、内側近位端コネクタ（４
６２）の内腔を通過することができる。
【００７８】
　デバイスは、再構成可能要素のワイヤ／ストラット（４１０）及び制御要素（１０）に
結合していてもよい支持要素（４２０）をさらに含む。例えば、図７に示すように、支持
要素（４２０）は、コネクタ（４３０及び／又は４５１）を介して制御要素（１０）に結
合していてもよい。いくつかの実施形態では、支持要素（４２０）は、実質的に固定化さ
れて制御要素（１０）の遠位端と結合している。したがって、制御要素（１０）が近位側
に引っ張られるのに伴い、支持要素（４２０）の遠位端が近位側に引っ張られてもよい。
図３及び図４に示すように、支持要素（４２０）は、再構成可能要素（４１０）に取り付
けられてもよい。この実施形態では、再構成可能要素（４１０）に取り付けられた支持要
素端部は、再構成可能要素（４１０）を拡大させるために、外側に動くことができる（図
３Ｃ及び図４Ｃに示すように）。これは再構成可能要素の半径方向の力を増大させる。他
の実施形態では、図３及び図１４に示すように、支持要素（４２０）は、再構成可能要素
（４１０）と同じ材料部品から作られる。したがって、これら２つのコンポーネントの接
合は必要ない。この実施形態では、制御要素（１０）を近位側に引っ張ることが、支持要
素（４２０）と制御要素（１０）との間の角度α（図３Ｃ）を広げ、再構成可能要素（４
１０）を拡大させることとなる（図３Ｄに示すように）。これは再構成可能要素の半径方
向の力を増大させる。
【００７９】
　図３Ｂ及び４Ｂにさらに示されるように、制御要素（１０）は、近位内側コネクタ（４
６２）の内腔に存在し、コネクタ（４６０）を通って自在にスライドすることができる。
いくつかの実施形態では、マーカー（４４０）が、例えば、支持要素（４２０）がワイヤ
／ストラット（４１０）に結合されたデバイスに追加されてもよい。このようなマーカー
は、身体内のデバイスの位置及び／又は動きの監視／可視化を助ける放射線不透過性材料
を含んでもよい。放射線不透過性マーカーのいくつかの非限定的な例としては、金及び／
又は白金を含んでもよい。所望であれば、マーカーは、支持要素（４２０）と再構成可能
要素（４１０）、制御要素、又は支持要素（４２０）のワイヤ／ストラットの任意の部分
との間の接続点のいくつかに加えられてもよい。例えば、マーカーは、再構成可能要素の
遠位端及び／又は近位端付近で適用されてもよいし、ワイヤ及び／又はコネクタの任意の
部分にコーティングされてもよい。デバイスの放射線不透過性の特性は、ＣｏＣｒ合金を
再構成可能要素、制御要素及び／又は支持要素として使用することで実行されることもで
きる。
【００８０】
　支持要素は、さまざまな形態で構築されることができる。図３、図１３及び図１４に示
される特定の例は、組み込み構造、すなわち支持要素及び再構成可能要素の両方が、チュ
ーブ又はフラットシートのどちらかの同じ材料部品から構築されたものである。したがっ
て、支持要素及び再構成可能要素の間に追加の接合／結合は、必要ない。
【００８１】
　図４は、実質的に直線状のワイヤの形態である複数の支持要素を含む。支持要素を製造
するために使用される材料は、金属又は非金属材料となる。支持要素に使用されるいくつ
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かの非限定的な材料として、ニッケル、チタン、ＮｉＴｉ、ステンレススチール、コバル
トクロム及び上述のいずれかの合金を含むが、これらに限定されない。再構成可能要素の
構成は、制御要素及び支持要素の動きによって制御されてもよい。マイクロカテーテルが
閉塞／凝血を通過した後、デバイスは、マイクロカテーテル内に送達されてもよい。デバ
イスがマイクロカテーテルから露出されたとき（例えば、図２を参照）、デバイスは閉塞
／凝血に露出及び係合することができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、一度マイクロカテーテルの外に出た再構成可能要素は自己拡
張型でありえるようになり、制御要素を遠位側又は近位側に引っ張ったり押したりするこ
とで、その構成をさらに変更することができる。再構成可能要素の半径方向の力は、支持
要素及び制御要素を介してさらに制御されることができる。自己拡張可能コンパートメン
トが血管の直径よりも拡張するように構成されている場合、この自己拡張プロセスは、壁
に大き過ぎる力を与える場合がある。これは、裂傷又は穿孔につながる傷を血管に負わせ
るおそれがある。したがって、安全かつ効率的な治療を実現するために、再構成可能要素
の構成（再構成可能要素の半径方向の力、サイズ及び形状を含む）をきめ細かく制御でき
ることは有益なのである。また、再構成可能要素が直径のごくわずかな自己拡張を実行し
た後、再構成可能要素が拡張する又は再構成可能要素の半径方向の力を強める必要がある
場合がある。例えば、閉塞／凝血を実質的に係合、貫通及び／又は動かすため、再構成可
能要素の半径方向の力を強める必要がある場合がある。したがって、治療手順の間に、再
構成可能要素の構成が動的に変更される必要があることが予想される。本発明の少なくと
もいくつかの実施形態に係るデバイスは、再構成可能要素のそのような動的制御を提供す
るように設計されている。
【００８３】
　あるいは、再構成可能要素は自己拡張型でなくてもよく、したがって再構成可能要素の
全ての開閉が制御される必要がある。そういった場合、内腔の状態を治療するために拡張
可能コンパートメントがマイクロカテーテルから露出した状態にされるときには、制御要
素は、再構成可能要素が軸方向に拡張することができるように、わずかに近位側に引っ張
られてもよい。自己拡張型再構成可能要素と同様に、この非自己拡張型再構成可能要素の
さらなる拡張又は収縮は、支持要素に取り付けられた制御要素の動きによって制御される
。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、再構成可能要素の構成を制御するために、少な
くとも２つのメカニズムを備える。まず、支持要素から提供される制御がある。支持要素
は、一般に、制御要素によって制御される。制御要素の遠位方向への移動の際、支持要素
も軸方向軸に沿って伸びる。制御要素が近位方向に後退すると、支持要素は、再構成可能
要素にさらなる支持圧力を与える半径方向への拡張をする。制御要素が、より近位側に動
くと、支持要素はより拡張し、したがって、制御要素と支持要素との間の角度（図３及び
４でαとして示される）が拡大する。角度αは、０～９０度の範囲であってよい。また、
再構成可能要素の構成（例えば、再構成可能要素の全体の形状、軸方向の長さ及び外径）
は、制御要素の動きにより制御される。制御要素の遠位側への動きが、再構成可能要素を
収縮状態にシフトさせる、すなわち再構成可能要素は、軸方向に伸長するようになり、軸
方向の長さを伸ばしながら、その外径を小さくする。制御要素の近位側への動きは、再構
成可能要素の構成を拡張状態にシフトさせる、すなわち再構成可能要素が半径方向に拡張
する。結果として、再構成可能要素の外径を大きくしつつ、軸方向の長さを縮められても
よい。拡張状態に向けた再構成可能要素のこのシフトは、再構成可能要素の半径方向の力
を強める。
【００８５】
　コネクタは、ステンレススチール（ＳＳ）、プラチナ、金、ニチノールチューブ、例え
ばポリイミドチューブなどのプラスチックチューブといった金属ハイポチューブであって
もよく、又はＳＳ、プラチナ合金、金、あるいはＣｏＣｒ合金ワイヤからなるコイルのセ
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グメントなどとすることができる。金、プラチナなどの放射線不透過性材料を使用すると
き、コネクタはマーカーとしても機能することができる。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、再構成可能要素の構成は、内腔から閉塞／凝血を除去及
び／又は内腔を拡大するために血管内にて制御される。再構成可能要素が閉塞／凝血を係
合すると、デバイスは内腔から引き抜かれ、最終的には身体から引き抜かれる。デバイス
が内腔から引き抜かれるとき、閉塞／凝血に係合している拡張可能コンパートメントは、
マイクロカテーテル内に部分的に引き戻されてもよく、マイクロカテーテルから遠位側に
残されてもよい。閉塞／凝血の付いた拡張可能コンパートメント及びマイクロカテーテル
は、同時に大きな内径を有する誘導カテーテル内に引き戻すことができる。マイクロカテ
ーテル、誘導カテーテル、及び拡張可能コンパートメント間の相対的な位置は、蛍光透視
法を用いて測定することができる。
【００８７】
　デバイスの別の実施形態が、図５及び６で示される。この特定の実施形態では、支持要
素（４２０）は、図５に示される複数のワイヤ又は図６に示される編組構造を含む。支持
要素（４２０）は、再構成可能要素の近位端又はワイヤ／ストラット（４１０）から拡張
をして、再構成可能要素（４１０）の遠位端の直前で終了し（図５～７の“＊”で示され
る）、それによって二層拡張可能コンパートメントを形成する。支持要素（４２０）の遠
位端は、制御要素（１０）の遠位先端部に固定されてもよい。
【００８８】
　図５Ｂ及び６Ｂに示されるように、再構成可能要素（４１０）及び支持要素（４２０）
の結合は、近位コネクタ（４６０）を介して行われてもよい。近位コネクタは、少なくと
も２つのコンパートメント、外側近位コネクタ（４６１）及び内側近位コネクタ（４６２
）を含んでもよい。再構成可能要素ワイヤの近位端及び支持要素の近位端は、接着剤、溶
接、はんだ付け（４６３）又は近位外側及び内側コネクタの間の機械的接合を介して固定
される。いくつかの他の実施形態では、これらの内側及び外側近位コネクタは、チューブ
状又はコイル構造体であってもよく、制御要素は、内側コネクタを通って自在にスライド
することができる。
【００８９】
　上記デバイスにおいて、制御要素（１０）が近位側に後退したとき、それは、再構成可
能要素（４１０）の直径の拡大及び半径方向の力の強化につながる、再構成可能要素ワイ
ヤ／ストラットへの支持を提供する支持要素（４２０）の拡張の原因となる場合がある。
【００９０】
　デバイスのさらに別の実施形態が、図７で示される。この特定の例では、支持要素（４
２０）が再構成可能要素ワイヤ／ストラット（４１０）に最も強い支持を与えてもよい２
つのプラトー位置（４８０）を、支持要素（４２０）が含むように構成されている。支持
要素（４２０）は、図７に示すように、正弦波形状に形成してもよい。支持要素の遠位端
は制御要素（１０）に固定されている。図７Ｂに示すように、再構成可能要素及び支持要
素の両方の近位端は、近位コネクタに固定されている。図７Ｃに示すように、支持要素の
中央の（薄い）部分は、中間、外側及び内側チューブコネクタを介して、近位及び中間コ
ネクタ（４３０）内で自在に動く制御要素に接続されている。
【００９１】
　支持要素内に２つ以上のプラトーを有することの１つの利点は、半径方向の力を好まし
い位置で選択的に強めることができることである。図７に見られるように、再構成可能要
素（４１０）は、２つのプラトー位置（４８０）で支持要素（４２０）からの最も強い支
持を受け、プラトーから離れると支持の強さは弱まる。よって、所望であれば、デバイス
は、管腔領域により幅広い半径方向の力を提供することができる。また、デバイスの半径
方向の力及び／又は外形及び密度を変化させるために、制御要素（１０）の周りに円周方
向に配分させてもよい支持要素の数も２つ以上であることができる。
【００９２】



(23) JP 6025846 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

　デバイスのさらに別の実施形態が、図８で示される。この特定の例では、制御要素（１
０）が支持要素（４２０）の遠位端を通って進み、再構成可能要素（４１０）の遠位端に
到達する。図８Ｃに示すように、支持要素の遠位端は、制御要素に沿って自在にスライド
することができる。支持要素（４２０）は、例えば、支持要素（４２０）の遠位端にある
コネクタ（４５１）を介して、制御要素（１０）に結合していてもよい。コネクタ（４５
０）は、それら支持要素の遠位端を連結する支持遠位内側コネクタ（４５３）及び支持遠
位外側コネクタ（４５２）を備える。支持要素（１０）は、内側コネクタの管腔内をスラ
イドできる。制御要素（１０）が近位方向に引かれると、再構成可能要素のコネクタ（４
５０）と支持要素の遠位端との間の距離（４５１）は短くなる。両コネクタが互いに接触
していると、図８Ｄに示すように、追加的な半径方向の力を発生させる支持要素が拡張さ
れ、再構成可能要素を押圧する。図８のこの特定の実施形態の１つの利点は、支持要素の
遠位端（４５１）及び再構成可能要素の遠位端（４５０）が、軸方向に一直線に並べられ
、制御要素が近位方向に引かれる間の支持要素先端の傾きを回避することである。また、
デバイスがマイクロカテーテル内に引き込まれる際の、再構成可能要素（４１０）と支持
要素（４２０）との間の、ワイヤの軸方向の長さの制約も回避することができる。
【００９３】
　デバイスのさらなる実施形態が、図９に示される。この特定の例では、支持要素（４２
０）は、少なくとも２つのプラトー位置（４８０）を含む。さらに、支持要素（４２０）
の遠位端は、実質的にデバイスの遠位端付近に固定されていなくてもよい。したがって、
支持要素（４２０）は、例えば、支持要素の遠位端にあるコネクタ（４３０）を介して、
制御要素（１０）に結合していてもよい。これらのコネクタ（４３０）は、制御要素に沿
って自在にスライドするように構成されてもよい。コネクタ（４３０）の構造は、確実に
制御要素がコネクタを介して自在に動くことができるように、内側及び外側コネクタも含
む。よって、制御要素が近位に引っ張られるとき、再構成可能要素遠位コネクタ（４５０
）は、支持要素の遠位端のより近くに移動してもよい。両コネクタが互いに接触すると、
支持要素が拡張し、図９Ｅに示すように、追加的な半径方向の力を発生させて、再構成可
能要素（４１０）を押圧する。
【００９４】
　図９のこの特定のデバイスは、少なくとも３つの利点を提供してもよい。支持要素は、
半径方向の力を好ましい位置で選択的に強めることを可能にしてもよい複数のプラトー位
置を含む。よって所望であれば、デバイスは、管腔領域に、より幅広い半径方向の力を提
供することができる。また、図８のデバイスと同様に、支持要素の遠位端及び再構成可能
要素の遠位端は、制御要素により軸方向に一直線に並べられ、制御要素が近位方向に引か
れる間の端部の傾きを回避する。また、デバイスがマイクロカテーテル内に引き込まれる
際の、再構成可能要素（４１０）及び支持要素（４２０）間のワイヤの軸方向の長さの制
約を回避することができる。
【００９５】
　本発明のいくつかの実施形態において、調整チューブは、記載の設計すべてにおいて、
デバイスに使用されてもよい。図１０に見られるように、調整チューブ（４７０）は、支
持要素の近位及び遠位端の間の制御要素上に配置することができる。調整チューブは、必
要に応じて制御要素に沿って自在にスライドすることができる。調整チューブがデバイス
内に存在する間、調整チューブは、コネクタ（４５１又は４３０）が拡張可能コンパート
メントの近位端に近づきすぎないよう防いでもよい。よって、調整チューブ（４７０）を
備えたデバイスは、再構成可能要素の過剰な軸方向への拡張を防いでもよい。チューブは
、デバイスを導入シース又はマイクロカテーテルに引き戻す際の、制御要素及び支持要素
ストラット／ワイヤ間の摩擦を防止又は減少させることができる。
【００９６】
　デバイスのさらなる別の実施形態が、図１１に示される。この特定の傘型デバイスにお
いて、図に見られるように、再構成可能要素（４１０）は複数のワイヤを含み、管状構造
を形成してもよい。複数のワイヤを含んでもよい支持要素は、再構成可能要素の構成を変
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更するために使用されることができる。支持要素（４２０）は、制御要素（１０）ならび
に再構成可能要素（４１０）と結合していてもよく、会合位置の少なくともいくつかは、
マーカー（４４０）と結合していてもよい。支持要素（４２０）ならびに再構成可能要素
（４１０）は、制御要素（１０）に実質的に固定化されて結合していてもよい。支持要素
（４２０）のすべてのワイヤは、コネクタ（４３０）を介して制御要素（１０）に結合し
ていてもよい。コネクタ（４３０）は、制御要素に固定されている。したがって、制御要
素（１０）を近位側に引っ張ったり遠位側に押したりすることも他のワイヤ（すなわち再
構成可能要素及び支持要素）にしかるべく作用することができる。
【００９７】
　前述のデバイスの、いくつかの非限定的及び例示的な変化を図１２に示す。図１２Ａ及
びＢに示されるデバイスにおいて、再構成可能要素（４１０）は、デバイスの軸方向軸に
沿って一直線に並べられた８本の略直線状のワイヤを備える。デバイスは、デバイスの近
位及び遠位端との間に分配されている２セットの支持要素（４２０）をさらに含む。支持
要素（４２０）のこのセット各々は、デバイスの半径方向の力を操作するために４本のワ
イヤを含んでもよい。あるいは、図１２Ｃのデバイスは、セット毎に、軸方向に一直線に
並べられた略直線状のワイヤ６本を含む再構成可能要素（４１０）及びワイヤ３本を含む
支持要素（４２０）を備える。さらに、１セット又は２セットの支持要素の使用ならびに
３セット以上の支持要素の使用など、さらなる他の変更をデバイスに適用することができ
る。また、再構成可能要素及び支持要素は、所望であれば、図７に見られるものと同様の
ワイヤメッシュ（編組）の形態であってもよい。
【００９８】
　本発明の他の実施例が、図１３に示される。この特定の例では、再構成可能要素セルの
サイズ及びストラットのサイズ又はワイヤの直径は、単一のデバイス内で変えることがで
きる。再構成可能要素の近位端から遠位端へ、セルは大きなサイズから小さなサイズに変
更されてもよいし又はその逆に変更されてもよい、そしてストラットのサイズは太いスト
ラットから細いストラットに変更されてもよいし又はその逆に変更されてもよい。この図
に示されるデバイスでは、ゾーンＡの再構成可能要素（４１０）のセルは、ゾーンＢのそ
れより、一般に、大きなものである又はその逆である。また、ゾーンＡのストラットのサ
イズ又はワイヤの直径を、ゾーンＢのそれと比較してより太くすることができる又はその
逆にすることができる。これらの実施形態の利点として、以下のうち少なくとも１つ以上
をあげることができる。
　１）大きな近位セルのサイズは、半径方向の力が増大する際に各ストラットが発揮する
力及び圧力を増加させることができる、より少ないワイヤ密度を有してもよい。これは、
再構成可能要素（ワイヤ又はストラット）が、閉塞／凝血をより簡単に貫通又は破壊する
ことを可能にすることができる。閉塞／凝血は、より広い開口部によって、より容易に拡
張コンパートメントに落ちる場合がある。小型の遠位セルが、拡張可能コンパートメント
の近位端が分割した閉塞／凝血の破片を捕捉し、保持するため、破片がデバイスから漏れ
たり下流に流れたりしない。
　２）近位端に幅のある／太いストラットを使い、遠位端に細いストラットを使って、再
構成可能要素のストラットのサイズを近位端から遠位にかけて変更することもできる。大
型で強い近位端ストラットは格子の剛性を持つことになり、より簡単に閉塞／凝血を切断
することができる。遠位端でのセルの数の増加により、デバイスがマイクロカテーテルに
収まることができるよう、圧縮状態での小さな外郭を維持可能にするため、遠位端のスト
ラットを薄くする必要がある。
【００９９】
　よって、本出願に示されている例は、本発明の範囲に影響を与えると考えられるべきで
はなく、当業者にとっては明らかであるべき多くの異なる修正及び変更も、本発明の範囲
に影響を与えずに行われることもできる。したがって、本出願で開示される例だけでなく
、そのような明らかな修正及び変更も本発明の範囲に含まれるべきである。
【０１００】
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　本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスは、当技術分野で知られている種々の技術
によって作製することができる。例えば、再構成可能要素及び支持要素は、ハイポチュー
ブをレーザー切断した材料のいくつかの部品から製造することができる。レーザーで切断
されたハイポチューブは、図１３に示すように、デバイスにさらに組み合わせることがで
きる、所望の形状及びサイズの再構成可能及び支持コンポーネントにヒートセットされて
もよい。
【０１０１】
　あるいは、再構成可能要素／ストラット及び支持要素／ストラットは、図１４Ａに見ら
れるように、レーザー切断又はフォトエッチングにより同じ薄いシートから作製すること
ができる。コンポーネントは、再構成及び支持要素の所望の形状及びサイズにヒートセッ
トされてもよい。コンポーネントは、デバイスにさらに組み合わせられてもよい。再構成
可能要素の側面は、接着剤、溶接、はんだ付け及び機械的接合などを使用して接合されて
、閉鎖形式拡張可能コンパートメント（図１４Ｂ参照）を形成してもよく、解放形式拡張
可能コンパートメントとして単に開放したままにされてもよい（図１４Ｃ）。
【０１０２】
　再構成可能要素の遠位端は、閉鎖終端（図１４Ｂ及び１４Ｃに示されるワイヤ又はスト
ラット両端が接合されている）又は解放終端（すなわち図１４Ｄに示すように、ワイヤ又
はストラット両端が接合されていない）のどちらであってもよい。
【０１０３】
　ハイポチューブ及び金属シートの両方は、ニッケル－チタン（ＮｉＴｉ）合金、ステン
レススチール、チタン（及びその合金）及びコバルトクロム（ＣｏＣｒ）などからなるグ
ループから選択された１つ以上から作られてもよい。
【０１０４】
　上に列挙したハイポチューブ又は薄いシートを加工する技術の多くの実施形態の１つの
利点は、（例えば、再構成可能要素と支持要素との間の）複数のワイヤの結合（又は接合
）を避けることができ、デバイスの外郭（サイズ）を小さくしてもよいことである。これ
らの実施形態は、再構成可能要素のストラットが全て、各セルユニット又はウィンドウの
端に接続されているため、編組ワイヤ構造に引けを取らない。半径方向の力は、デバイス
の外郭を大きくすることなく、セルの形状及び構造設計を介して制御することができる。
【０１０５】
　本発明のいくつかの実施形態は、被術者の血管系に拡張可能コンパートメントを配置す
るために設計されているデバイスに関する。被術者は、血液の閉塞／凝血を除去及び／又
は体内の血流を回復するなどの治療を必要としている患者であってもよい。デバイスの例
示的、非限定的な実施形態が、図１５及び１８に示される。いくつかの態様によれば、プ
ッシャーチューブ（２０）及び拡張可能コンパートメント（４０）の間にコイル部（５４
０）がある。このコイル部は、プッシャーチューブの一部と考えることができる。コイル
（５４０）の機能は、デバイスの遠位部に可撓性を持たせることができることで、そのた
めデバイスは曲がりくねった血管を通過することができる。デバイス押し込み性をさらに
向上させるため、ＰＴＦＥ、ＰＥＴなどのプラスチックチューブがコイルの周りに追加さ
れたり、プッシャーチューブの遠位端で、コイルを可撓性押し込みコンポーネントとして
単に置換したりしてもよい。コイルが使用される場合、コイル（５４０）が伸びきるのを
防ぐために、拡張可能コンパートメント（４０）のコネクタ及びプッシャーチューブ（２
０）を接続するべく１本又は複数の細いワイヤ（５２０）が使用されてもよい。いくつか
のさらなる態様によれば、プッシャーチューブ（２０）は、コイル（５４０）に接続され
てもよい。さらに、制御要素（１０）は、プッシャーチューブ（２０）の内腔ならびに再
構成可能要素のコイル内、又は可撓チューブ部及び近位コネクタ（４６０）を自在にスラ
イドすることができる。いくつかの他の態様によれば、デバイスの近位端で、制御要素ハ
ンドルチューブ（４９０）が、制御要素（１０）の近位端に加えられ、固定されてもよい
。この機能により、操作者は、制御要素ハンドルチューブ（４９０）を容易につかんで、
再構成可能要素の開閉を制御することができる。部品間のすべての接続部は、接着（接着
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剤）、溶接、はんだ付けなどを介して結合することができる。図１５に関し、デバイスの
端部を非外傷性にし、血管腔を突いてしまわないようにするために、可撓コイル（４９５
）が拡張可能コンパートメントの遠位端に加えられてもよい。
【０１０６】
　図１６及び図１７にて、さらに別の実施形態が示される。これらの実施形態では、デバ
イスは、遠位拡張可能構造（５５０）及び近位拡張可能構造（５６０）の２つの構造を含
んでもよい。図１６に示すデバイスにおいて、２つの拡張可能構造間の距離は、変更／調
整されることができる、つまり、制御要素（１０）を押し引きするなど、遠位構造を、近
位構造へ引っ張る／スライドさせる又は近位構造から押し離す／スライドさせてもよい。
【０１０７】
　図１６に関し、遠位構造（５５０）は、再構成可能要素（４１０）、支持要素（４２０
）及び制御要素を含むバスケット又は拡張可能コンパートメントの形態である。制御要素
（１０）の遠位先端部は、支持要素（４２０）に接続されることができ、スライディング
チューブ（４７１）及びプッシャーチューブ（２０）内を自在に移動する。制御要素を介
して支持要素を調整することによって、遠位構造の半径及び半径方向の力を調整すること
ができる。本出願の他の箇所に示されるように、支持要素の調整は、中心要素を押したり
引っ張ったりすることで実現することができる。いくつかの他の実施形態では、スライデ
ィングチューブ（４７１）の近位端は、プッシャーチューブの遠位端に固定することがで
きる。遠位構造（５５０）の遠位端は、コネクタ（４６０）を介してスライディングチュ
ーブの中間点に固定されることができる。近位構造は、傘状コンポーネント（５６０）で
あってもよい。その近位端は、外側と内側のコネクタを含んでもよいコネクタ（４５５）
に結合していてもよい。コネクタの内径は、一般的にはスライディングチューブの外径よ
りも大きいため、スライディングチューブはコネクタ内を自在にスライドできる。閉塞／
凝血の回収中、近位構造は、マイクロカテーテルを露出させながら摩擦によりマイクロカ
テーテルの先端部に保持される。これは、遠位構造から分離することができる。プッシャ
ーチューブを引っ張るとき、遠位構造は近位構造方向へ移動する。２つの構造の間の閉塞
／凝血は、係合／捕捉されることができる（デバイスが閉塞／凝血を捕捉する方法の詳細
なメカニズムは図１９にさらに示される）。制御要素を近位側に引っ張る場合、遠位構造
がさらに拡張されてもよい。（コネクタ（４６０）とスライディングチューブの先端との
間の）スライディングチューブのセグメントは、図１０の調整チューブ（４７０）と同様
の、すなわち、前のセクションで示したように、遠位構造の過剰拡張を防ぐ機能を有する
。マーカー（４４０）も、必要に応じて、遠位及び近位構造体の遠位先端部に加えられる
ことができる。
【０１０８】
　図１７Ａに関し、近位構造（５６０）は、再構成可能要素（４１０）、支持要素（４２
０）及び制御要素（１０）を含む拡張可能コンパートメントである。この構造の近位端は
、外側チューブ（４６０）及び内側チューブ（４７５）の間で接合されることができる。
制御要素（１０）の遠位先端部は、支持要素（４５０）に接続されることができ、近位構
造の遠位端内側チューブ（４７５）内ならびにプッシャーチューブ（２０）内で、自在に
移動する。制御要素を介して支持要素を調整することによって、近位構造の構成及び半径
方向の力を調整することができる。遠位構造（５５０）は、再構成可能要素（４１０）及
び密閉要素（４２５）を含むバスケット又は自己拡張可能コンパートメントの形態である
。遠位構造の中央では、密閉要素の先端は、閉鎖コンパートメント／構造を形成するため
にコネクタ（４５１）によって結合されることができる。密封要素の構造は、前述の支持
要素と同じであることができるが、その機能は、単にコンパートメントを閉じることのみ
である。密閉要素の先端が制御要素に接続されていないので、構造（５５０）の構成及び
放射状の構造を調整することはできない。あるいは、遠位構造も密閉要素なしで構築する
ことができる。遠位端は、図１７Ｂ（４５１）に示すように、再構成可能要素（４１０）
の遠位ワイヤ／ストラットを接合することにより閉じることができる。遠位構造（５５０
）の近位端は、制御要素の遠位先端部に固定されてもよい。回収中に、遠位構造は、近位
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構造が保持する／収容することができない閉塞／凝血の破片を捕捉することができる。２
つの構造の間の空間は、回収中に閉塞／凝血又は閉塞／凝血の破片を収容する室としても
機能することができる。
【０１０９】
　プッシャーチューブ先端／近位コネクタから近位構造（５６０）の中央にのびる内側チ
ューブ（４７５）は、図１０の調整チューブ（４７０）と同様の機能を有している、すな
わち、前のセクションに示したように、遠位拡張可能構造の過剰な拡大を防ぐ。
【０１１０】
　２つのコンパートメントを含む実施形態において、本願の他の箇所で開示されているよ
うに、遠位及び近位コンポーネント両方は、レーザー切断、フォトエッチング又はワイヤ
編組を介して作製されることができる。他の箇所で説明されるさまざまな材料は、再構成
可能要素を作製するために使用されることができる。このような実施形態では、近位構造
の強度／剛性又はワイヤ／ストラットのサイズは、遠位構造とは異なっていてもよい。ま
た、（完全に拡張されている）遠位構造のサイズは、近位構造のものと異なっていてもよ
い。
【０１１１】
　一例として図１６に示す設計を用いる２つの拡張可能構造を含む実施形態を適用するよ
うに構成されているデバイスが、図１８に示されている。この特定の実施形態では、遠位
構造（５５０）及び近位構造（５６０）がデバイスで用いられる。図１８に記載のデバイ
スを用いた閉塞／凝血の回収が、図１９に示される。図１９に示すメカニズムは、単に、
さまざまな用途の例示であり、特定の実施形態の例として提示されている。本出願の他の
箇所で説明したように、本発明に係るデバイスは、例えば血管内の、閉塞／凝血を回収又
は除去するために用いることができる。また、デバイスは、閉塞／凝血の回収を必要とし
てもしなくてもよい、管腔の領域を拡張するために及び／又は血流を回復するために使用
することができる。
【０１１２】
　図１９Ａに示すような、閉塞／凝血（６０）が血管（５０）内に位置しているという、
この仮想条件において、回収デバイスを含むマイクロカテーテル（３０）は、閉塞／凝血
のすぐ近くに又は閉塞／凝血から遠位に誘導され、配置されることができる。そしてマイ
クロカテーテル（３０）が、回収デバイスを閉塞／凝血に露出させるために抜き出される
。図１９に示されているいくつかの実施形態では、以下のメカニズムを介して閉塞／凝血
を係合及び回収することができる。
　閉塞／凝血（６０）は、近位構造（５６０）及びマイクロカテーテル（３０）の先端の
間に保持されることができ、元の位置から除去される（図１９Ｂ）。
　閉塞／凝血（６０）は、近位構造（５６０）及び遠位構造（５５０）の間に保持される
ことができ、元の位置から除去される（図１９Ｃ）。
　閉塞／凝血（６０）は、近位構造（５６０）によって保持／係合されることができ、元
の位置から除去される（図１９Ｄ）。いくつかの場合において、閉塞／凝血は、近位構造
及び動脈壁の間に係合されることができ、閉塞／凝血及びデバイス間の摩擦によって除去
される。
　閉塞／凝血（６０）は、遠位構造（５５０）によって保持／係合されることができ、元
の位置から除去される（図１９Ｅ）。いくつかの場合において、閉塞／凝血は、遠位構造
及び動脈壁の間に係合されることができ、摩擦によって除去される。
　閉塞／凝血（６０）は、近位構造から破片に分割されることができる。破片は、遠位構
造（５５０）に落ちる又は捕捉されてもよい及び／又は近位構造（５６０）及び遠位構造
（５５０）の間にとどまって（図１９Ｆ）、元の位置から除去される。
　閉塞／凝血（６０）は、さまざまな場所／箇所で係合されることができ、任意の上記メ
カニズムの組み合わせを介して取り除かれ（図１９Ｇ）、元の位置から除去される。
【０１１３】
　いくつかの実施形態によれば、閉塞／凝血の係合及び／又は回収中に、閉塞／凝血がデ
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バイスに係合してデバイスから離れていかないよう確保するために、回収デバイスの半径
方向の力及び半径（すなわちサイズ）を操作するため、制御要素（１０）をいつでも引き
戻すことができる（図１９Ｈ）。
【０１１４】
　図２０は、本発明の１つの態様に係るデバイスを示す図である。デバイスは、チューブ
コンポーネント及び係合コンパートメントを含んでもよい。チューブコンポーネントは、
プッシャーチューブ（２０）及び接続チューブ（３１）などの複数のチューブ要素を含ん
でもよい。係合コンパートメントは、遠位係合要素（９０）及び近位係合要素（６５）を
含んでもよい。デバイスは、中心ワイヤ（１０）をさらに含んでもよい。
【０１１５】
　図２０に見られるように、特定の実施形態では、遠位係合要素（９０）及び近位係合要
素（６５）は、中心ワイヤ（１０）に結合される。特定のいくつかの実施形態では、遠位
係合要素（９０）は、中心ワイヤ（１０）に接続（又は固定）されてもよく、近位係合要
素（６５）は、プッシャーチューブ（２０）にも接続される接続チューブ（３１）に接続
されてもよい。中心ワイヤ（１０）は、接続チューブ（３１）及びプッシャーチューブ（
２０）の内部に配置されてもよく、連結チューブならびにプッシャーチューブを通して自
在に移動することができる。いくつかの実施形態では、中心ワイヤ（１０）及びプッシャ
ーチューブ（２０）は、デバイスの近位端にのびてもよい。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、中心ワイヤ（１０）及び接続するチューブ（３１）は、個別
に操作されてもよく、それによって、遠位及び近位係合要素の別個の制御が可能になる。
より具体的には、遠位係合要素は、遠位係合要素に接続されている中心ワイヤの移動によ
って制御され、近位係合要素は、近位係合要素に接続されている接続チューブ又はプッシ
ャーチューブの移動によって制御される。図２０に見られるような特定の実施形態におい
て、プッシャーチューブ及び接続チューブは互いに接続されており、したがって、プッシ
ャーチューブの移動が究極的に近位係合要素を制御してもよい。
【０１１７】
　特定の実施形態では、遠位係合要素は、その遠位端部に開放端を有してもよい（例えば
図２０を参照）。あるいは、特定の他の実施形態において、遠位要素は、その遠位端部に
閉鎖端を有してもよい（例えば図２０Ｃを参照）。遠位係合要素（９０）は、中心ワイヤ
（１０）に接続されてもよい。遠位係合要素は、その近位端付近で、例えば溶接、接着又
はクリッピングなどさまざまな手段によって中心ワイヤに接続されてもよい。
【０１１８】
　特定の実施形態では、中心ワイヤ（１０）と遠位係合要素（９０）との間の接続部は、
遠位要素コネクタ（８０）内に配置される。遠位要素コネクタは、短いチューブ又はコイ
ルの形態であり、中心ワイヤ（１０）上に配置されてもよい。いくつかの実施形態では、
遠位要素コネクタは、外側遠位要素コネクタ（８２）及び／又は遠位要素接合媒体（８１
）を含んでもよい。このような実施形態では、遠位係合要素の近位端は、外側コネクタ及
び中心ワイヤの間に配置されてもよい。いくつかの場面で、遠位係合要素、コネクタ及び
中心ワイヤは、遠位係合要素と中心ワイヤを一緒に固定又は拘束するクリップ、留め金又
はファスナーなどの接合媒体により接続されてもよい。
【０１１９】
　いくつかの実施形態によれば、近位係合要素は、複数のワイヤを含んでいてもよい。ま
たは、近位係合要素は、例えばレーザー切断技術によってチューブなどから作られてもよ
い。したがって、特定の実施形態では、図２０ａに示すように、チューブの小さなセグメ
ントは近位端に保たれ、ストラットは遠位端で切断又は形成される。このような実施形態
では、近位係合要素と一体となる部分であるチューブセグメントの近位端は近位要素コネ
クタとして機能してもよい。別の実施形態では、図２０Ａに示すように、別個の近位要素
コネクタがデバイスに加えられてもよい。いくつかの実施形態では、近位要素コネクタ（
４１）は、接合媒体（４２）及び外側近位要素コネクタ（４３）などの複数の要素を含ん
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でもよい。このような実施形態では、近位係合要素の近位端は、内側近位要素コネクタ、
外側近位要素コネクタ又は外側近位要素コネクタと接合チューブの先端部との間に配置さ
れてもよい。いくつかの実施形態では、近位係合要素の近位端は、内側近位要素コネクタ
内に配置される。いくつかの場合では、近位係合要素の近位端及びコネクタは、近位係合
要素、より具体的には近位係合要素の近位端を固定又は拘束するクリップ、留め金又はフ
ァスナーなどの媒体を用いて接合されてもよい。あるいは、近位要素コネクタは近位係合
コンパートメントが配置された単層チューブを含んでもよい。
【０１２０】
　別個の近位要素コネクタが存在する場合（例えば図２０）、近位係合要素の近位コネク
タへの接続は、溶接又は接着などのさまざまな手段を介して行われることができる。ある
いは、上述したように、近位コネクタは、近位係合要素を固定又は拘束することができる
接合媒体を含んでもよい。いずれにしても、近位要素コネクタは、中心ワイヤを取り囲み
、近位要素コネクタ内部での中心ワイヤの自由な移動を許容する。
【０１２１】
　特定のいくつかの実施形態において、デバイスは近位係合要素に接続された接続チュー
ブを含む。いくつかの実施形態では、接続チューブは、例えば、図２０に示されるように
、プッシャーチューブにさらに接続されてもよい。この構成により、近位係合要素は恒久
的にプッシャ―チューブに接続される。しかしながら、一方で、近位係合要素のプッシャ
ーチューブへの固定は、一時的又は可逆的であり、したがって所望であれば、近位係合要
素を、必要に応じて近位コネクタとともに、プッシャーチューブから解離させることがで
きる。さらに一方で、近位係合要素及びそれに結合させた近位要素コネクタ（例えば図２
６を参照）は、チューブコンパートメントに固定されなくてもよい。代わりに、自在に、
中心ワイヤに沿ってスライドすることができる。
【０１２２】
　本発明の１つの態様によると、遠位係合要素の位置は、中心ワイヤを制御することによ
って決定することができる。例えば、図２０に示す実施形態では、遠位係合要素は、中心
ワイヤに接続されている。操作者は、所望の位置に遠位係合要素を配置するため、中心ワ
イヤの動き（例えば押し入れたり押し出したり）を制御することができる。特定の実施形
態では、近位係合要素は、例えばプッシャーチューブ、接続チューブ又は両方といった、
チューブ要素の移動を介して配置されてもよい。図２０に示されるように、いくつかの実
施形態では、近位係合要素は、チューブ要素の遠位端付近に固定される。このため、操作
者は、チューブ要素、すなわちプッシャーチューブ及び接続チューブを制御することによ
り、所望の位置に近位係合要素を配置することができる。これらの構成により、２つの係
合要素の個別の操作が可能になる。また、２つの係合要素間の距離を変化させることを可
能にする。デバイスで患者を治療する際、２つの係合要素間の距離が可変であるデバイス
のこの態様は有益である。この設計は、閉塞又は凝血を２つの別個の係合要素の間に拘束
することで、閉塞又は凝血を強固に係合する能力を有する。さらに、各係合要素の位置及
び互いとの距離を調整することにより、拘束の効率及び精度を最大限度に到達させること
ができる。
【０１２３】
　図２０Ｂに、図２０Ａに示されているデバイスの別の状態が示される。この閉位置では
、中心ワイヤが近位に引っ張られ、したがって、遠位係合要素は、近位係合要素に向かっ
て引っ張られ、２つの係合要素間の距離を縮める。
【０１２４】
　図２１は、身体の内腔（例えば血管）から凝血又は閉塞を除去する例示的な実施形態を
示している。特定の実施形態では、デバイスは、凝血又は閉塞を係合し、身体の内腔から
除去するために次のように用いられてもよい。
　（Ａ）マイクロカテーテル（３０）は、ガイドワイヤの誘導により、まず閉塞が発生し
た身体の内腔領域に配置される。凝血又は閉塞の硬さ、長さ、位置、及び形状に応じて、
マイクロカテーテルは、凝血（又は閉塞）を部分的に貫通してもよく、又は凝血の遠位側
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へ通過していってもよい。この後、チューブコンパートメント及び係合コンポーネントは
、マイクロカテーテルを通して閉塞に送達されてもよい。この技術では、近位拡張可能要
素は、遠位拡張可能要素から分離されている。デバイスを配置する際、近位係合要素の先
端部は、凝血又は閉塞の近位／裏側に配置される。
　（Ｂ）マイクロカテーテルは、係合コンポーネント及びチューブコンパートメントの一
部を露出させるために引き戻される。理想的には、近位係合要素は閉塞に対して近位にあ
り、遠位係合要素は閉塞に対して遠位にある又は閉塞が実質的に長い場合は閉塞の近位部
分に対して遠位にある。いくつかの実施形態では、図２１Ｂに示されるこの段階において
、閉塞は少なくとも部分的に遠位係合要素によって拘束又は係合される。
　（Ｃ）操作者は、所望の場合、係合要素の一方又は両方の位置をさらに調整できる。例
えば、操作者は、近位係合要素を固定するためにプッシャーチューブを保持しながら、近
位遠位係合要素に接続された中心ワイヤを近位に引くことができる。その後、遠位係合要
素と凝血の摩擦によって、凝血は近位に移動される。これが起こると、二つの係合要素間
の距離が縮まり、凝血は２つの係合要素の中、及び／又は間で獲取又は係合される。中心
ワイヤ及び遠位係合要素を引っ張っている最中に操作者が抵抗を感じる場合、これは、２
つの係合要素の中、及び／又は間で凝血が係合されていることを示している場合がある。
彼又は彼女はその後、遠位及び近位係合要素の位置を固定させて、身体の内腔（例えば動
脈）から、デバイス及び係合された凝血をマイクロカテーテルと一緒に引くことができる
。いくつかの実施形態では、デバイスの位置は、デバイスに配置されたマーカー（７０）
及び／又は遠位係合要素（１００）により識別されることができる。
【０１２５】
　図２２では、身体の内腔から凝血又は閉塞を除去する別の実施形態又は技術が示される
。デバイスは、身体の内腔から凝血又は閉塞を係合及び除去するために、次のように用い
られてもよい。
　（Ａ）マイクロカテーテル（３０）は、閉塞が発生した身体の内腔領域に誘導される。
マイクロカテーテルは、凝血又は閉塞の遠位端上を進んでもよい。凝血又は閉塞の硬さ、
サイズ、位置、及び形状に応じて、マイクロカテーテルは凝血（又は閉塞）を貫通しても
よいし、実質的に凝血を妨害することなく凝血を通過してもよい。いくつかの実施形態で
は、一度マイクロカテーテルが閉塞領域に近い位置にくると、チューブコンパートメント
及び係合コンパートメントは、マイクロカテーテル内に導入される。特定の状況では、操
作者は、一度露出された近位係合要素が凝血の近位端に対し遠位になるように、マイクロ
カテーテル及び拡張可能コンパートメントを配置してもよい。本出願の他の箇所で説明し
たように、デバイスの位置は、例えばデバイスに存在するマーカーを用いて監視すること
ができる。
　（Ｂ）マイクロカテーテルは露出されており、係合コンパートメント及びチューブコン
パートメントの一部がむき出しにされる。
　（Ｃ）操作者は、係合要素の一方又は両方の位置をさらに調整することができる。例え
ば、中心ワイヤひいては遠位係合要素を安定保持しながら、近位係合要素を、その遠位が
凝血の近位端をちょうど通過するまで引き戻す。これは、近位係合要素の遠位端のマーカ
ー（７０）を目視することで指示されることができる。近位係合要素の遠位端は、この位
置で開口している。あるいは、所望の場合、近位係合要素が保持されている間に、遠位係
合要素を調整することができる。さらに、所望の場合、凝血の係合を確実にするため、近
位及び遠位係合要素を一緒に調整することができる。
　（Ｄ）プッシャーチューブを固定することで近位係合要素を安定保持する間、操作者は
、遠位係合要素に接続された中心ワイヤを引くことができる。その後、遠位係合要素と凝
血の摩擦によって、凝血は近位に移動されてもよい。２つの係合要素間の距離が縮まり、
凝血は２つの係合要素の中、及び／又は間で獲取又は係合される。中心ワイヤ及び遠位係
合要素を引っ張っている最中に操作者が抵抗を感じる場合、これは、２つのコンポーネン
トの中、及び／又は間で凝血が係合されていることを示している場合がある。彼又は彼女
はその後、遠位及び近位係合要素の位置を固定させて、身体の内腔（例えば動脈）から、
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デバイス及び係合された凝血をマイクロカテーテルと一緒に引くことができる。いくつか
の実施形態では、デバイス及びマイクロカテーテルの位置は、デバイスに配置されたマー
カー（７０）及び／又は遠位係合要素（１００）により識別されることができる。
【０１２６】
　図２２に示す実施形態のいくつかの利点は、凝血又は閉塞に対する係合コンポーネント
の配置において比較的高い精度を確保するために、近位係合要素が、露出された後に、凝
血に対して近位に配置されることができることが含まれる。近位係合要素を、凝血又は閉
塞のすぐ後ろに置くことができるので、凝血を近位方向に移動するために遠位係合要素を
引くとき、凝血は２つの係合要素の間で係合される前に非常に短い距離を移動するだけで
よい。このようにして、図２１に示される手法と比較して、凝血を取り損なう可能性が低
減される。
【０１２７】
　図２３に、デバイスを用いて凝血を係合するいくつかの付加的なメカニズムが、示され
る。図２３に示されているように、チューブ要素と身体の内腔表面（例えば動脈壁）の間
（図２３Ａ）、マイクロカテーテルと近位係合要素の間（図２３Ｂ）、近位係合要素と動
脈壁の間（図２３Ｃ）、遠位係合要素と動脈壁の間（図２３Ｄ）、近位及び遠位係合要素
の間（図２３Ｅ）、及び近位係合要素とマイクロカテーテルの先端部の間ならびに２つの
係合要素の間で同時に（図２３Ｆ）凝血は係合されてもよい。したがって、本出願で開示
されるデバイス及び方法のさまざまな変形や応用が、本発明の範囲及び精神を逸脱するこ
となく可能であることは明らかである。よって、このような変化及び修正のいずれも、当
然本発明の範囲に包含される。
【０１２８】
　図２４は、上記デバイスを含む装置の例示的な実施形態を示している。いくつかの実施
形態では、中心ワイヤ（１０）は、デバイスの近位端にのびることができ、遠位コンポー
ネントハンドル（１２０）に接合されることができる。装置の遠位端から近位端までの長
さは、約１００～２００ｃｍであってもよい。いくつかの実施形態では、装置の遠位端か
ら近位端までの長さは、約１００ｃｍ、１１０ｃｍ、１２０ｃｍ、１３０ｃｍ、１４０ｃ
ｍ、１５０ｃｍ、１６０ｃｍ、１７０ｃｍ、１８０ｃｍ、１９０ｃｍ及び２００ｃｍであ
ってもよい。いくつかの他の実施形態では、装置の遠位端から近位端までの長さは、１０
０ｃｍより短くてもよく、２００ｃｍより長くてもよい。いくつかの実施形態では、装置
は、近位プッシャーチューブ（２５）、中間プッシャーチューブ（２２）及び遠位プッシ
ャーチューブ（２４）といった複数のプッシャーチューブを含むことができる。いくつか
の他の実施形態では、接続チューブは、中間及び近位プッシャーチューブに接続されても
よい。遠位及び近位係合要素の両方は、操作者によって、装置の遠位端、すなわち図２４
に示すように、遠位コンポーネント制御ハンドル及び近位プッシャーチューブによって動
作させることができる。
【０１２９】
　図２５は、遠位プッシャーチューブ及び近位プッシャーチューブが存在する装置の代替
の実施形態を示している。接続チューブ上に、遠位プッシャーチューブがある。いくつか
の実施形態では、遠位プッシャーチューブの少なくとも一部は、デバイスが蛇行した経路
を確実に移動することができるように可撓性を有する。他の実施形態では、遠位プッシャ
ーチューブの少なくとも一部は、潤滑性及び可撓性を有していてもよく、したがって、デ
バイスの押し込み性を高めている。特定の実施形態において、プッシャーチューブの近位
端は、デバイスの押し込み性を高めるために硬い／固いチューブで作製されることができ
る。
【０１３０】
　デバイスがマイクロカテーテル内に引き戻される必要がある場合には、係合要素それぞ
れを個別に動作させることができる。例えば、まず近位係合要素を、マイクロカテーテル
内に引き込むことができ、その後、２つの要素（及びそれらのストラット）が重なること
を防ぐ中心ワイヤを引っ張ることで、遠位コンポーネントをマイクロカテーテル内に引き
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込むことができる。これで、２つの拡張可能要素が互いに重なりあってしまい、マイクロ
カテーテル内に引き込むことができなくなってしまうことを回避することができる。特定
の実施形態では、一度凝血が係合されたら、２つの係合要素の位置は固定されてもよい。
このような実施形態においては、２つの係合要素の移動は同期しており、マイクロカテー
テルへの導入は連続的になる。
【０１３１】
　図２６は、デバイスの別の実施形態を示す。具体的には、近位係合要素は、チューブコ
ンパートメントに接続されなくてもよい。むしろ、図２６Ａに示すように、近位要素コネ
クタ（４１）に結合されている近位係合要素（６５）は、中心ワイヤ（１０）に沿って自
在にスライドしてもよい。いくつかの実施形態では、近位要素コネクタ（４１）の内径は
、中心ワイヤ（１０）の外径よりも大きく、したがって近位要素コネクタ（４１）に結合
された近位係合要素（６５）が中央ワイヤ（１０）上を自在にスライドすることができる
。また、接続チューブは、少なくともいくつかの実施形態では必要でない場合がある。図
２６Ｂは、中心ワイヤ（１０）が近位に引かれ、したがって、遠位係合要素（９０）が近
位係合要素（６５）に向かって移動する、図２６Ａに示す実施形態の閉鎖状態を示す。こ
れは、２つの係合要素間のスペース（又は距離）を縮める。この機能は、次の図に示すよ
うに、デバイスの凝血への係合を可能にする。
【０１３２】
　図２７は、特に図２６に示すデバイスを用いて、身体の内腔（例えば血管）から凝血又
は閉塞を除去する例示的な実施形態を示している。特定の実施形態では、デバイスは、凝
血又は閉塞を係合し、身体の管腔から除去するために次のように用いられてもよい。
　（Ａ）マイクロカテーテル（３０）は、ガイドワイヤの誘導により、まず閉塞が発生し
た領域に配置される。マイクロカテーテルは、凝血又は閉塞の近位端に対し遠位に配置さ
れてもよい。凝血又は閉塞の硬さ、サイズ、位置、及び形状に応じて、マイクロカテーテ
ルは凝血（又は閉塞）を貫通してもよいし、実質的に凝血を妨害することなく凝血を通過
してもよい。この後、チューブコンパートメント及び係合コンパートメントは、マイクロ
カテーテルを通して閉塞に送達されてもよい。近位拡張可能要素は、遠位拡張可能要素か
ら分離されている。デバイスを配置する際、近位係合要素の先端部は、凝血又は閉塞の近
位に配置される。
　（Ｂ）マイクロカテーテルは露出されており、係合コンパートメント及びチューブコン
パートメントの一部がむき出しにされる。操作者は、近位係合要素が凝血に対して近位に
あるか、遠位係合要素が凝血、又は凝血が実質的に長い場合には少なくとも凝血の通過部
に対して遠位にあるかするようにデバイスを調整することができる。いくつかの実施形態
では、図に示されるこの段階において、凝血は少なくとも部分的に遠位係合要素によって
拘束される。
　（Ｃ）操作者は、遠位係合要素の位置を調整することができる。例えば、操作者は、遠
位係合要素に接続された中心ワイヤを、近位に引くことができる。そして凝血は、遠位係
合要素と凝血との間の摩擦によって近位に移動させられる。２つの係合要素間の距離が、
縮められる。凝血が近位係合要素に接触するとき、凝血は２つの係合要素の中、及び／又
は間で獲取又は係合されることができる。その間に、係合コンパートメント及び凝血は、
マイクロカテーテルの先端近くにさらに引っぱられる。係合を確実にするために、操作者
は遠位係合要素の位置を固定してデバイスを引っ張ってもよい。
【０１３３】
　特定の実施形態では、図２７に示す処理を次のように行うことができる。図２６に示さ
れている工程を実行する一方で、デバイスが露出される際にマイクロカテーテルの内腔と
近位係合要素の間に摩擦が起こる場合があり、近位係合要素は遠位係合要素から引き離さ
れる。一度２つの要素がマイクロカテーテルの外に出ると、２つの係合要素の間の距離は
、最大化されるか又は実質的に拡張されるかしてもよい。操作者は、２つ係合要素の位置
を配置後に調整しなくてもよい。操作者は、中心ワイヤに接続されているプッシャーチュ
ーブを通して遠位係合要素を近位に引くことができる。したがって、２つのコンポーネン
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ト間の距離は、凝血を係合するために縮められる。特定の状況では、マイクロカテーテル
の先端は、近位係合要素が反対方向に移動することを防ぐために用いられてもよい。プッ
シャーチューブ／中心ワイヤを近位に引っ張っている最中に操作者が抵抗を感じる場合、
これは、２つの係合要素の中、及び／又は間で凝血が係合されていることを示している場
合があり、近位係合要素はマイクロカテーテルの先端部で停止する。この時点で、デバイ
スを固定して身体の内腔から取り出すことができる。その結果、凝血又は閉塞を容易かつ
高効率に除去することができる。
【０１３４】
　図２８は、図２６に示すデバイスを含む装置の別の例示的な実施形態を示している。あ
るいは、図２０に示すデバイスを、図２８の本装置で使用することができる。いくつかの
実施形態では、近位係合要素（６５）は、中央ワイヤ（１０）の周囲に位置し、したがっ
て、遠位係合要素（９０）とプッシャーチューブ（２０）の遠位先端部との間で自在にス
ライドできる。また、遠位係合要素（９０）は、中心ワイヤ（１０）に接続されてもよい
。中心ワイヤ（１０）は、近位にまでのびることができる。中心ワイヤ（１０）は、プッ
シャーチューブの少なくとも１つに接合されてもよい（例えば、近位プッシャーチューブ
（２５）、中間プッシャーチューブ（２２）、内側プッシャーチューブ（２１）及び外側
プッシャーチューブ（２３）。したがって、図２４に示す実施形態とは異なり、中心ワイ
ヤ（１０）は、必ずしもデバイスの近位端までのびない。代わりに、チューブ要素のいず
れかと接続され、接続されたチューブとともに制御される。いくつかの実施形態では、外
側プッシャーチューブ（２３）は、可撓性及び潤滑性を有してもよく、装置の遠位端の近
くに配置されてもよいため、デバイスが内腔の蛇行した経路を通過することを可能にする
。さらに、いくつかの他の実施形態では、薄い内側プッシャーチューブ（２１）が装置に
存在してもよく、この内側プッシャーチューブ（２１）は、装置の押し込み性を高めるこ
とができる可撓性を有してもよい。他のいくつかの実施形態においては、一定の可撓性を
有する中間プッシャーチューブ（２２）が装置に存在してもよい。いくつかの他の実施形
態では、装置の押し込み性をさらに向上させるために、比較的硬質の遠位及び／又は近位
プッシャーチューブ（２４、２５）が装置に存在してもよい。１つ以上のプッシャーチュ
ーブは、接着剤で互いに接続され、さらに中心ワイヤ（１０）を含む他の部品とも接続す
ることができる。他のいくつかの実施形態では、複数のプッシャーチューブ及び接合部を
置換するために、可変剛性を有する単一のプッシャーチューブをこのデバイスに用いるこ
とができる。このチューブは、遠位端がより柔軟で近位端がより硬質であることを確保す
るため、チューブを異なる壁厚になるよう研削すること又はスパイラルカットを介するこ
とで作製することができる。
 
【０１３５】
　図２９は、遠位プッシャーチューブ及び近位プッシャーチューブが存在する装置の代替
実施形態を示している。この実施形態では、中心ワイヤ（１０）は、装置の近位端までの
びていなくてもよい。図２８に示される例と同様、中心ワイヤは、１つ以上のチューブ要
素に接続され、接続されたチューブ要素を介して制御される。接続チューブ上に、遠位プ
ッシャーチューブがある。いくつかの実施形態では、デバイスが蛇行した経路を確実に移
動できるよう、遠位プッシャーチューブの少なくとも一部は、可撓性を有する。他の実施
形態では、遠位プッシャーチューブの少なくとも一部は、潤滑性及び可撓性を有し、した
がってデバイスの押し込み性を高めている。特定の実施形態において、プッシャーチュー
ブの近位端は、デバイスの押し込み性を高めるために硬い／固いチューブから作製するこ
とができる。
【０１３６】
　図３０Ａは、デバイスの別の実施形態を示す。図２０に示す実施形態とは異なり、この
デバイスは、押し引き可能な近位係合要素を含む。しかしながら、この設計では、近位係
合要素の遠位先端は修正される。近位係合要素の遠位端は、動脈の内壁に対して、先端部
をさらに徹底して非外傷性にするため、図３０に示すように、内側に折り曲げられてもよ
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く、平滑化されてもよい。したがって、はるかに低い動脈壁損傷のリスクで、デバイスを
動脈内腔内で押し引きすることができる。図３０Ｂは、近位及び遠位係合要素の間の距離
が最短となる、図３０Ａに示されるデバイスの閉鎖状態を示す図である。
【０１３７】
　図３１は、特に図３０に示すデバイスを用いて、身体の内腔（例えば血管）から凝血又
は閉塞を除去する例示的な実施形態を示している。この図に示す凝血回収メカニズムは、
図２１及び２２のものとほぼ同様である。
【０１３８】
　本発明のいくつかの実施形態に係るデバイスは多大な利点を有する。例えば、手術中に
、凝血が２つの係合要素の中及び／又は外にない場合、又は係合要素の一方又は両方が凝
血に対して遠位過ぎる又は近位過ぎる場合、操作者は、係合させるように係合要素の一方
又は両方を配置することができる。特に、図３１に示される実施形態では、接続チューブ
を通して押し引きされることで近位係合要素は所望の位置に調整される。近位要素は、非
外傷性の丸い先端を有し、遠位要素で凝血を係合するために前方に押されることができる
ため、手順／技術から、遠位係合要素だけで長い距離にわたって凝血を引っ張る必要をな
くしてもよく、それは処置の間に凝血を取り落とす可能性をさらに低下させることになる
。したがって、このようなデバイスは２つ係合要素を使用して凝血と係合することができ
、身体の内腔から除去されるまで、凝血を固定することができる。２つの係合要素のこの
独立した制御は、手術中のデバイスの非常に微細な調整を可能にし、したがって、特に正
確な位置決めを必要とする治療（例えば脳卒中治療）でのデバイスの設置においては非常
に有用である。
【０１３９】
　図３２Ａは、デバイスの別の実施形態を示す。この特定の実施形態では、近位係合要素
はバスケット状の特徴を有する。近位係合要素（６５）の遠位端が、近位係合要素の接続
ワイヤ（１５０）を介して、近位係合要素の遠位コネクタ（１４０）に接続されているた
め、この近位係合要素には比較的鋭い端部は存在しない。したがって、近位係合要素が圧
縮されたとき、図３２Ｂに示すように、その遠位端は後方へ移動し、滑らかな遠位端を形
成する。この滑らかな端部は、動脈内腔に対して非外傷性を有している。この近位係合要
素は、少なくともいくつかの実施形態では身体の内腔において押し引き可能である。特定
の実施形態では、近位係合要素の遠位端部は、他の部分よりも薄い。したがって、２つの
係合要素の中、及び／又は間で凝血が押し引きされるとき、図３２Ｂに見られるように、
近位係合要素の遠位部分は歪んでもよいし、反転してもよく、その結果、近位係合要素（
６５）と近位要素の遠位コネクタ（１４０）のさらなる結合によって、近位係合要素によ
る凝血への係合は阻害されることはない。
【０１４０】
　図３３Ａは、デバイスのさらに別の実施形態を示している。この特定の実施形態では、
近位係合要素は、バスケット状の特徴を有する。しかしながら、図３２に示す実施形態と
異なり、近位係合要素（６５）の遠位端は、近位コンポーネントの遠位コネクタ（１４０
）に直接接合されている。このデバイスは、近位係合要素に鋭い端部を持たず、したがっ
て身体の内腔を損傷させるリスクをさらに減少させる。この設計では、近位係合要素の近
位部分に使用される材料は、他の部分と同じであってもよく、異なってもよい。特定の実
施形態では、近位係合要素の遠位部分が他の部分よりも比較的柔軟な要素で作られてもよ
い。したがって、凝血が近位係合要素に対して引っ張られるとき、図３３Ｂに示すように
、近位係合要素が凝血とよく係合できるように、近位係合要素の遠位部分は歪んでもよい
し、反転してもよい。
【０１４１】
　図３４Ａは、デバイスのさらに別の実施形態を示している。このデバイスは、デバイス
の安全性をより確実なものにするための追加機能を備える。この設計は、バスケット状の
特徴を備えた近位係合要素を含んでもよい。近位要素の遠位部は、先端部分が後方に圧縮
された場合に歪むことができる柔軟／可撓コネクタ（例えばセグメントコネクタ１６０）
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を介して近位要素の近位部に接合される。この近位係合要素は、例えば、近位係合要素に
結合されたチューブコンパートメントを制御することによって、押し引き可能である。近
位係合要素には鋭い端部がなく、したがって、それが動脈壁に対し非外傷性を有している
。さらに、この設計では、近位係合要素は、複数の材料から作ることができ、このうちの
１つが他よりも柔らかいものである。したがって、凝血と係合するとき、少なくとも近位
係合要素の遠位部分は、容易に歪むか、反転する（図３４Ｂ参照）。
【０１４２】
　図３５は、デバイスの近位部分の、さらに別の実施形態を示している。このデバイスは
、デバイスの安全性をより確実なものにするための追加機能を備える。この設計は、先端
部に血管に対してより高い非外傷性を持たせるため、丸い遠位先端部を備えた近位係合要
素を含む。したがって、近位係合要素は、例えば近位係合要素に結合されたチューブコン
パートメントを制御することによって、押し引き可能である。
【０１４３】
　下記の図３６～４５は、凝血を係合（及び除去）する近位要素が、マイクロカテーテル
の遠位先端部又は遠位端部に配置される、さらに別の実施形態を提供する。いくつかの実
施形態では、この係合要素は、マイクロカテーテルの遠位先端部に取り付けられてもよい
。いくつかの他の実施形態では、マイクロカテーテル自体の遠位先端部又は遠位端部が、
近位の係合要素として作用するように成形され構成される。すなわち、近位係合要素はマ
イクロカテーテルと一体となる部分である。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、マイクロカテーテルに別々に取り付けられてもよく、マイク
ロカテーテルと一体となる部分であってもよい近位係合要素は、回収処理中、又は必要に
応じて形状及び／又はサイズを変更することができる。例えば、回収デバイスが所望の位
置に配置された後、すなわち完全に又は部分的に凝血を通過した後、回収デバイスはマイ
クロカテーテルに挿入されてもよい。それからマイクロカテーテルは、デバイスを露出さ
せるために近位側に引かれることができる。マイクロカテーテルの遠位先端部が凝血の近
位端付近に到達すると、マイクロカテーテルの遠位先端部は、開口形状／漏斗形状に変化
するよう操作される。マイクロカテーテルを安定保持しながら、レトリーバーデバイスは
、マイクロカテーテルの遠位先端部（すなわち近位係合要素）とレトリーバーの係合要素
（すなわち遠位係合要素）の間に凝血が実質的又は完全に係合（又は捕獲）されるまで、
レトリーバーの係合要素と部分的に係合してもよい凝血とともに引き戻されることができ
る。デバイスの近位端に、回収デバイス及びマイクロカテーテルを固定することで、デバ
イス及びマイクロカテーテルは、係合された凝血ごと、例えば動脈などの内腔から引き出
されることができる。
【０１４５】
　マイクロカテーテルの遠位先端部が近位係合要素を備える特定の実施形態では、回収デ
バイスの設計を単純化することができ、その結果、その製造工程も単純化することができ
る。近位係合要素として作用する別の要素がマイクロカテーテルから得られるので、回収
デバイスは、例えば図２０の実施形態に示すような２つの別々の係合要素の代わりに、た
だ１つの係合要素、すなわち遠位係合要素を必要としてもよい。
【０１４６】
　図３６は、バルーンなどの膨張可能又は係合する要素が、マイクロカテーテルの遠位端
部／先端部に取り付けられているデバイスの実施形態を示す。膨張可能な又は係合する要
素（１７０）の形状及びサイズは、その膨張及び収縮によって制御されてもよい。いくつ
かの実施形態によれば、膨張可能な又は拡張可能な要素（１７０）にシリンジ（１９０）
で液体（１９５）（例えば生理食塩水）を注入することによって、膨張可能な又は係合す
る要素（１７０）を、所望の形状を形成するため、膨張させることができる。特定のいく
つかの実施形態では、注入された液体は、注入チャネル（１８０）を通って膨張可能な又
は拡張可能な要素（１７０）に移動することができる。膨張した後の膨張可能な又は係合
する要素（１７０）の形状及びサイズは、変えることができる。例えば、予め形成された
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バルーンがマイクロカテーテルの遠位先端部に取り付けられたとき、例えば図３６Ｂに見
られるような、膨張すると漏斗状の形態になるなど、任意の予め形成された形状にさせる
ことができる。あるいは、図３６Ｃに見られるように、単に膨張可能な又は係合する要素
（１７０）の表面積を、膨張時に増加させることができる。マイクロカテーテルによって
提供されるこの変形可能な近位係合要素は、単独で又は他の要素（例えば身体の内腔の表
面、マイクロカテーテル、チューブコンパートメント、近位係合要素、遠位係合要素及び
それらの任意の組み合わせ）との組み合わせで凝血と高効率に係合することができる（例
えば図３３及び３７を参照）。
【０１４７】
　図３７は、図３６のデバイスを使用して凝血と係合し、除去するためのメカニズムを示
す。回収処理中、操作者は、遠位先端部が凝血（６０）内に入り込む又は通過するまで、
身体の内腔（例えば動脈）内にマイクロカテーテル（３０）を挿入してもよい。回収デバ
イスは、マイクロカテーテルとともに閉塞位置に送達されてもよく、マイクロカテーテル
が位置に到達しさえすれば、マイクロカテーテルを介して閉塞位置に送達されてもよい。
特定の実施形態では、回収デバイスは、図３７Ａに示すように、その係合要素（９０）が
凝血の少なくとも一部を通過するまで押し込まれてもよい。回収デバイスを安定に保持し
ながら、操作者は、マイクロカテーテルの遠位先端部が凝血の近位端付近に到達するまで
、後方（すなわち近位）にマイクロカテーテルを引っ張ってもよく、そして回収デバイス
の係合要素（９０）は露出され、その弛緩状態又は開放状態まで拡大する（図３７Ｂ）。
このため、凝血は、遠位係合要素（９０）とマイクロカテーテルの遠位先端部（すなわち
近位係合要素（１７０））との間に配置されてもよい。それから、操作者は、先端部が漏
斗形状に変形するよう、マイクロカテーテルの変形可能な遠位先端部１７０を凝血の近位
端で拡張させてもよい（図３７Ｃ）。マイクロカテーテルを安定に保持しながら、操作者
は、凝血が後方に移動して遠位係合要素（９０）とマイクロカテーテルの遠位先端部（１
７０）との間に係合できるように、遠位係合要素（９０）を引き戻してもよい。次に、操
作者は、マイクロカテーテル及び回収デバイスを固定して、凝血を除去するよう動脈から
それらを引っ張ることができる。
【０１４８】
　図３８は、マイクロカテーテルの遠位先端部が、係合要素、より具体的には近位係合要
素を形成するデバイスの別の実施形態を示す。この特定の実施形態では、マイクロカテー
テルの遠位先端部（２００）は、例えばレーザー切断によってカットされ、回収処理中に
凝血（６０）及び／又は遠位係合要素（９０）によって圧迫されると、漏斗形状に変形す
ることができる（図３８Ｂ）。特定の実施形態では、カット処理は、マイクロカテーテル
の遠位最先端部が閉じたままであるように、マイクロカテーテルの遠位最先端部に到達す
る前に終了する。
【０１４９】
　図３９は、マイクロカテーテルの遠位先端部（２００）がスパイラルカットされた、さ
らに別の実施形態を示している。図３８のデバイスと同様に、マイクロカテーテルの遠位
先端部は、回収処理中に圧迫されると、例えば漏斗形状になる（図３９Ｂ）。特定の実施
形態では、カット処理は、マイクロカテーテルの遠位最先端部が閉じたままであるように
、マイクロカテーテルの最先端部に到達する前に終了する。
【０１５０】
　図４０は、マイクロカテーテルの遠位先端部を編組構造に形成する、別の実施形態を示
す。あるいは、本願の他の箇所で説明したように、別個の編組構造をマイクロカテーテル
の遠位端に取り付けることができる。マイクロカテーテルに取り付けられた又はマイクロ
カテーテル内に形成された編組構造（２００）は、プラスチックコーティングの有無にか
かわらず、金属編組であってもよい。遠位係合要素（９０）とともに凝血を係合させる際
、編組構造（２００）が圧迫され、例えば漏斗形状に成形されることにより、凝血が遠位
係合要素（９０）と編組構造体（２００）の間に拘束されるようになる。
【０１５１】
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　図４１は、マイクロカテーテルの遠位先端部のカットが最先端にまで及ぶ、さらに別の
実施形態を示している。そのため、図に見られるように、マイクロカテーテルの遠位最先
端部は閉じていない。遠位係合コンポーネント（９０）とともに後方に引くと、マイクロ
カテーテルの先端部は圧迫されて、例えば漏斗形状（串形）にされ、凝血は回収デバイス
の遠位係合要素（９０）とマイクロカテーテルの遠位先端部（２００）の間に拘束される
。図４１Ｂ及びＣは、マイクロカテーテルの開口部先端の２つの異なる形状を示している
。
【０１５２】
　特定の実施形態では、近位係合要素は、マイクロカテーテル先端部及びマイクロカテー
テルの先端を覆う薄いチューブの層を含むマイクロカテーテルの遠位端の一部を含んでも
よい。いくつかの実施形態では、近位係合要素の少なくとも一部は、薄いチューブの層が
除去されたとき形状を変化させるように構成される。このような実施形態の一例が図４２
に示されている。図４２は、外側シースの層が、マイクロカテーテルに適用されるデバイ
スを示す。特定の実施形態では、係合要素として使用されるマイクロカテーテルの遠位先
端部は、予め成形された構造又は形状記憶構造を含んでもよい。外側シース（２１０）は
、係合前に凝血を通過できるよう、マイクロカテーテルの遠位先端部（２００）を拘束で
きる。マイクロカテーテルが凝血に対して近位に引っ張られるとき、外側シースを近位に
引っ張ることで、先端部は例えば漏斗形状などの予め成形された形に開く。あるいは、外
側シースからむき出しにされたときに特定の形状を形成できるよう、形状記憶素材をマイ
クロカテーテルの遠位先端部（２００）に使用することができる。
【０１５３】
　図４３は、マイクロカテーテルの遠位端に一定の形状を与えるためにワイヤが用いられ
るデバイスの別の実施形態を示す。図４３Ｂに示されるこの設計は、マイクロカテーテル
の遠位先端部（２００）が、外側シース（２１０）から引き出された後に、予め設定され
ていた形状に必ず拡張するよう、先端部に埋め込まれている、例えば弾性ワイヤなどのワ
イヤ（２２０）を含むことを示している。
【０１５４】
　この特定の実施形態では、予め成形された（薄く切られた）漏斗先端構造が、マイクロ
カテーテルの先端に配置され、マイクロカテーテルの先端部は、マイクロカテーテルの壁
の内部チャネル（２３０）内腔を走るワイヤ（２２０）によって拘束される。ワイヤは、
先端部が結合前に凝血を通過するまで、マイクロカテーテルの先端部を直線状に拘束する
こと又は広げることができる。ワイヤを近位に引っ張ることで、マイクロカテーテルが凝
血の近位に引っ張られると、その先端は、例えば漏斗形状などの、予め成形された形に開
く。
【０１５５】
　図４５は、編組構造及び外側シースが併用されるデバイスの別の実施形態を示す。予め
成形された編組構造がマイクロカテーテルの遠位先端部に配置され、外側シースの層が先
端部を直線状に拘束することで、マイクロカテーテルの遠位先端部が、係合前に、血液循
環の中で凝血まで又は凝血を通過して前進することができる。マイクロカテーテルを凝血
の近位に配置されたとき、外側シースを近位に引くことで、編組の先端部は例えば漏斗形
状など予め成形された形に開く。
【０１５６】
　さまざまな態様及び実施形態を本明細書にて開示したが、他の態様及び実施形態は当業
者にとって明白である。本明細書で開示されるさまざまな態様及び実施形態は、特許請求
の範囲に示される真の範囲及び精神の例示のためであって限定を意図するものではない。
【符号の説明】
【０１５７】
１：身体の内腔の表面
５：ガイドワイヤ
１０：制御要素／中心ワイヤ
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２０：プッシャーチューブ
２１：内側プッシャーチューブ
２２：中間プッシャーチューブ
２３：外側プッシャーチューブ
２４：遠位プッシャーチューブ
２５：近位プッシャーチューブ
２６：導入シース
３０：マイクロカテーテル
３１：接続チューブ
３５：マイクロカテーテルハブ
４０：拡張可能コンパートメント
４１：近位要素コネクタ
４２：近位要素入社メディア
４３：外側近位要素コネクタ
５０：管腔表面
６０：閉塞／凝血
６５：近位係合要素
７０：近位要素マーカー
８０：遠位要素コネクタ
８１：遠位要素接合媒体
８２：外側遠位要素コネクタ
９０：遠位係合要素
１００：遠位要素マーカー
１２０：遠位コンポーネント制御ハンドル
１３０：ジョイント
１４０：近位コンポーネントの遠位コネクタ
１５０：近位コンポーネントの接続ワイヤ
１６０：近位コンポーネントのセグメントコネクタ
１７０：膨張可能又は拡張可能要素
１８０：注入チャネル
１９０：シリンジ
１９５：注入液
２００：変換可能マイクロカテーテル遠位先端部
２１０：外部シース
２２０：ワイヤ
２３０：チャネル
４１０：再構成可能要素
４２０：支持要素
４２５：密閉要素
４３０：コネクタ
４３１：外側コネクタ
４３２：内部コネクタ
４４０：マーカー
４５０：遠位端コネクタ
４５１：支持要素遠位コネクタ
４５２：支持要素の外側遠位コネクタ
４５３：支持要素の内側遠位コネクタ
４５５：近位拡張可能構造のコネクタ
４６０：近位端コネクタ
４６１：外側近位側コネクタ
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４６２：内部の近位端コネクタ
４６３：コネクタ接合媒体（接着剤、はんだなど）
４７０：調整チューブ
４７１：スライディングチューブ
４７５：ロング内側チューブ
４８０：プラトーの位置
４９０：制御要素のハンドルチューブ
５２０：接続ワイヤ／ストレッチ抵抗ワイヤ
５４０：コイル
５５０：遠位拡張可能構造／遠位構造
５６０：近位拡張可能構造／近構造
５７０：接合媒体
５８０：プッシャーチューブの接続点
４９５：遠位柔軟性コイル

【図１】 【図２Ａ－Ｆ】
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【図３Ａ－Ｃ】 【図３Ｄ】

【図４Ａ－Ｃ】 【図５Ａ－Ｃ】
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【図６Ａ－Ｃ】 【図７Ａ－Ｄ】

【図８Ａ－Ｄ】 【図９Ａ－Ｅ】



(42) JP 6025846 B2 2016.11.16

【図１０Ａ－Ｄ】 【図１１】

【図１２Ａ－Ｄ】 【図１３】
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【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】 【図１４Ｄ】
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【図１５】 【図１６】

【図１７Ａ－Ｂ】 【図１８】
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【図１９Ａ－Ｄ】 【図１９Ｅ－Ｈ】

【図２０Ａ－ａ】 【図２０Ｂ】

【図２０Ｃ】
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【図２１Ａ－Ｃ】 【図２２Ａ－Ｄ】

【図２３Ａ－Ｃ】 【図２３Ｄ－Ｆ】
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【図２４】 【図２５】

【図２６Ａ】 【図２６Ｂ】
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【図２７Ａ－Ｃ】 【図２８】

【図２９】 【図３０Ａ】
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【図３０Ｂ】 【図３１Ａ－Ｃ】

【図３２Ａ】 【図３２Ｂ】
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【図３３Ａ】 【図３３Ｂ】

【図３４Ａ】 【図３４Ｂ】
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【図３５】 【図３６Ａ－Ｃ】

【図３７Ａ－Ｄ】 【図３８Ａ－Ｂ】
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【図３９Ａ－Ｂ】 【図４０Ａ－Ｂ】

【図４１Ａ－Ｃ】 【図４２Ａ－Ｂ】
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【図４３Ａ－Ｂ】 【図４４Ａ－Ｂ】

【図４５Ａ－Ｂ】
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